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論

説
鎌
倉
幕
府
の
和
与
認
可
裁
許
状
に
お
け
る

　
　

@
　a
与
状
の
引
用
に
関
す
る
覚
え
書
き

西

寸木

安

博

は
じ
め
に

一
、

ﾙ
許
状
に
お
け
る
和
与
状
の
引
用
状
況
に
つ
い
て

　
1
　
和
与
状
の
引
用
に
関
す
る
分
類
お
よ
び
整
理

　
　
e
　
訴
人
・
論
人
両
方
の
和
与
状
の
内
容
が
引
用
さ
れ
て
い
る
場
合

　
　
口
　
訴
論
人
の
い
ず
れ
か
一
方
の
和
与
状
の
内
容
の
み
が
引
用
さ
れ
て
い
る
場
合

　
　
日
　
主
に
和
与
の
成
立
し
た
事
実
あ
る
い
は
訴
論
人
に
よ
っ
て
和
与
状
が
幕
府
裁
判
所
に
提
出
さ
れ
た
事
実
の
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
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四
　
和
与
状
の
引
用
状
況
が
明
ら
か
で
な
い
場
合

　
　
国
　
そ
の
他

　
2
　
小
括

二
、
裁
許
状
に
お
け
る
和
与
状
の
引
用
実
態
の
一
側
面

　
1
　
和
与
状
の
事
書
に
関
す
る
史
料
の
分
類
お
よ
び
整
理

　
　
e
　
和
与
状
お
よ
び
裁
許
状
か
ら
知
り
得
る
場
合

　
　
口
　
和
与
状
の
み
か
ら
知
り
得
る
場
合

　
　
日
　
裁
許
状
の
み
か
ら
知
り
得
る
場
合
（
以
上
、
本
号
）

　
2
　
裁
許
状
に
お
け
る
和
与
状
事
書
の
引
用

　
　
e
　
和
与
状
事
書
の
内
容
お
よ
び
形
式

　
　
口
　
和
与
状
事
書
の
引
用

　
　
日
　
訴
人
和
与
状
お
よ
び
論
人
和
与
状
に
お
け
る
事
書
の
対
応
関
係

　
3
　
小
括

む
す
び
に
か
え
て



醐酬繊醐糊穂肪
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3

は
　
じ
　
め
　
に

　
本
稿
の
主
な
目
的
は
、
鎌
倉
幕
府
の
裁
判
に
お
い
て
和
与
が
成
立
し
た
際
に
、
訴
訟
当
事
者
が
裁
判
所
に
対
し
て
和
与
状
を
提
出
す

る
の
を
承
け
て
、
裁
判
所
が
訴
訟
当
事
者
に
対
し
て
下
付
す
る
和
与
認
可
裁
許
状
の
中
に
和
与
状
が
ど
の
よ
う
な
形
で
引
用
さ
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　

る
の
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
和
与
状
が
和
与
認
可
裁
許
状
に
引
用
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
進
一
博
士
に
よ
れ
ば
次
の
よ
う
な
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
　
「
後
期
幕
府
の
裁
判
方
針
を
特
徴
づ
け
る
も
の
と
し
て
、
上
述
し
た
訴
訟
の
速
疾
終
結
と
相
関
連
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
訴

　
　
訟
件
数
を
減
少
さ
せ
よ
う
と
す
る
態
度
で
あ
る
。
当
代
の
所
務
沙
汰
は
証
拠
文
書
に
よ
っ
て
自
己
の
権
利
を
主
張
す
る
を
原
則
と

　
　
し
た
。
即
ち
相
手
方
を
屈
服
せ
し
め
る
に
は
、
相
手
方
の
主
張
の
論
拠
た
る
権
原
文
書
を
、
や
は
り
自
己
の
権
原
文
書
に
よ
っ
て

　
　
破
砕
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
勢
い
遙
か
往
古
の
文
書
が
証
拠
文
書
と
し
て
提
出
さ
れ
、
権
原
は
益
々
古
き
に
遡
っ
て
争
わ
れ
る

　
　
結
果
と
な
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
ま
た
証
拠
文
書
の
調
査
は
困
難
と
な
り
、
訴
訟
の
解
決
は
長
期
を
要
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
か
か

　
　
る
情
勢
に
対
す
る
解
決
策
と
し
て
採
用
さ
れ
た
の
が
、
訴
訟
関
係
文
書
に
公
信
力
を
賦
与
す
る
制
度
で
あ
っ
た
。
前
述
の
如
く
後

　
　
期
の
所
務
相
論
和
与
に
際
し
て
当
事
者
か
ら
幕
府
に
提
出
す
る
和
与
状
に
は
、
担
当
奉
行
二
名
が
「
為
後
証
」
加
判
し
て
下
付
す

　
　
る
と
い
う
制
が
発
達
し
た
。
こ
れ
即
ち
当
該
和
与
が
、
所
謂
私
和
与
に
非
ず
し
て
、
幕
府
の
公
認
を
経
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明

　
　
ら
か
に
し
て
、
以
て
将
来
の
訴
訟
に
備
え
さ
せ
る
意
図
に
出
で
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
幕
府
の
下
付
す
る
下
知
状
の
形
式
に

　
　
は
永
仁
二
、
三
年
を
境
と
し
て
著
し
い
変
化
が
見
ら
れ
る
。
即
ち
前
期
で
は
単
に
『
当
事
者
は
和
解
し
て
、
和
与
状
を
提
出
し
た
。

　
　
よ
っ
て
こ
れ
を
認
め
る
』
と
い
う
趣
旨
の
記
載
に
止
ま
っ
て
い
た
の
に
、
後
期
の
下
知
状
は
和
与
状
の
内
容
を
そ
の
ま
ま
盛
り
こ
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む
よ
う
に
な
っ
た
。
而
も
そ
の
場
合
和
与
状
の
文
章
を
節
略
し
た
取
意
文
と
し
て
取
り
入
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
多
く
は
、
ま
た

　
　
後
に
な
れ
ば
益
々
、
和
与
状
の
文
章
を
そ
の
ま
ま
引
載
す
る
の
で
あ
る
。
前
期
に
は
、
稀
に
か
か
る
後
期
下
知
状
の
原
形
と
認
む

　
　
べ
き
事
例
も
あ
る
が
、
後
期
に
は
前
期
下
知
状
の
形
式
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
（
管
見
の
及
ぶ
限
り
）
（
註
一
八
）
。
こ
の
よ
う

　
　
な
制
規
の
変
化
は
何
を
意
味
す
る
か
。
私
は
幕
府
の
裁
許
に
当
っ
て
、
少
な
く
と
も
当
該
相
論
の
対
象
に
関
す
る
限
り
、
和
与
下

　
　
知
状
を
以
て
独
立
し
た
公
信
力
あ
る
証
拠
文
書
と
し
て
、
将
来
の
訴
訟
に
備
え
、
更
に
実
質
的
に
は
該
対
象
に
対
す
る
当
事
者
の

　
　
法
律
関
係
を
こ
の
下
知
状
（
即
ち
和
与
内
容
）
を
基
点
と
し
て
規
律
し
よ
う
と
い
う
意
図
こ
そ
、
後
期
の
下
知
状
形
式
を
生
み
出

　
　
し
、
か
つ
発
達
さ
せ
た
所
以
で
あ
る
と
思
う
。
即
ち
そ
こ
に
訴
訟
の
錯
雑
を
防
ぎ
、
訴
訟
を
起
こ
し
う
る
機
縁
を
少
な
く
し
よ
う

　
　
と
い
う
意
図
が
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
」

　
こ
れ
ま
で
の
鎌
倉
幕
府
の
裁
判
上
の
和
与
に
関
す
る
研
究
の
中
で
は
、
和
与
を
公
認
す
る
裁
許
状
に
お
い
て
和
与
状
の
引
用
さ
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

状
況
や
傾
向
に
つ
い
て
の
理
解
を
、
全
面
的
に
こ
の
佐
藤
説
に
依
拠
し
て
き
た
と
い
っ
て
も
良
い
で
あ
ろ
う
。
佐
藤
博
士
に
よ
る
鎌
倉

時
代
後
期
の
訴
訟
制
度
の
分
析
の
鋭
さ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
和
与
を
公
認
す
る
裁
許
状
に
関
す
る
こ
の
論
述
は
、
そ
の
す
べ
て
を
無

駄
な
く
網
羅
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
佐
藤
博
士
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
も
の
の
中
で
も
、
和
与
認
可
裁
許
状
の
形
式
上
の
変
化
に
つ
い
て
子
細

に
点
検
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
こ
と
を
通
じ
て
、
和
与
認
可
裁
許
状
に
お
け
る
和
与
状
の
引
用
実
態
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
い
。

　
本
稿
で
は
具
体
的
に
、
以
下
の
よ
う
な
検
討
を
試
み
た
い
。

　
第
一
に
、
和
与
認
可
裁
許
状
に
お
い
て
和
与
状
の
引
用
の
さ
れ
方
に
変
化
の
生
じ
る
時
期
が
、
永
仁
二
、
三
年
を
境
と
す
る
鎌
倉
時

代
の
後
期
で
あ
る
と
い
う
指
摘
、
さ
ら
に
は
、
正
和
以
降
の
和
与
認
可
裁
許
状
に
つ
い
て
は
す
べ
て
、
佐
藤
博
士
の
い
わ
れ
る
「
後
期
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の
下
知
状
形
式
」
で
あ
る
と
い
う
指
摘
、
あ
る
い
は
、
六
波
羅
・
鎮
西
で
は
関
東
よ
り
や
や
降
っ
て
正
安
頃
に
裁
許
状
の
形
式
上
の
変

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

化
が
見
ら
れ
る
と
い
う
指
摘
に
つ
い
て
、
再
検
討
を
試
み
た
い
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
第
一
章
に
お
い
て
、
和
与
認
可
裁
許
状
お
よ
び
こ
れ
に
対
応
す
る
和
与
状
と
を
総
合
し
な
が
ら
、
裁
許
状
に
お

け
る
和
与
状
引
用
の
ス
タ
イ
ル
に
つ
い
て
、
裁
許
状
を
い
く
つ
か
の
タ
イ
プ
に
分
類
・
整
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
検
討
を
行
っ
た
。

　
第
二
に
は
、
和
与
認
可
裁
許
状
の
中
に
和
与
状
が
引
用
さ
れ
る
際
に
、
和
与
状
の
お
お
よ
そ
の
内
容
を
引
用
す
る
こ
と
で
事
足
り
る

と
さ
れ
て
い
た
の
か
、
あ
る
い
は
和
与
状
の
内
容
と
あ
わ
せ
て
そ
の
形
式
自
体
も
が
考
慮
に
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
引
用
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
加
え
て
み
た
。

　
こ
の
こ
と
は
、
裁
許
状
に
お
け
る
和
与
状
の
引
用
ス
タ
イ
ル
と
い
う
形
式
上
の
問
題
に
関
す
る
検
討
を
踏
ま
え
た
上
で
の
検
討
作
業

で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
こ
で
は
さ
し
あ
た
り
、
和
与
状
そ
の
も
の
が
ど
の
程
度
精
確
に
引
用
さ
れ
て
い
た
の
か
を
探
る

た
め
の
一
つ
の
方
法
と
し
て
、
和
与
状
の
事
書
部
分
の
引
用
状
況
を
把
握
す
る
と
い
う
方
法
を
採
っ
て
み
た
。
和
与
状
の
内
容
に
関
す

る
引
用
の
精
確
さ
を
測
定
す
る
た
め
に
は
、
当
該
裁
許
状
と
こ
れ
に
対
応
す
る
現
存
和
与
状
と
を
突
き
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
丹
念

に
そ
の
相
違
を
調
べ
る
と
い
う
方
法
を
採
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
本
稿
で
は
、
裁
許
状
に
和
与
状
が
引
用

さ
れ
る
際
に
は
、
和
与
状
の
内
容
が
ど
の
程
度
ま
で
尊
重
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
か
を
測
定
す
る
た
め
の
一
つ
の
方
法
と
し
て
、

和
与
状
事
書
の
部
分
の
引
用
実
態
を
見
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
以
下
、
検
討
を
進
め
て
い
き
た
い
。
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（
註
）

（
1
）

（
2
）

（
3
）

　
検
討
の
対
象
と
す
る
史
料
は
、
主
に
、
瀬
野
精
一
郎
編
『
増
訂
鎌
倉
幕
府
裁
許
状
集
』
上
・
関
東
裁
許
状
篇
、
下
・
六
波
羅
鎮
西
裁
許
状

篇
（
増
訂
版
第
二
刷
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
四
年
）
お
よ
び
、
竹
内
理
三
編
『
鎌
倉
遺
文
』
（
古
文
書
篇
、
全
四
十
二
巻
お
よ
び
補
遺
全

四
巻
、
東
京
堂
出
版
、
一
九
九
五
年
完
結
）
に
拠
る
。

　
佐
藤
進
一
『
鎌
倉
幕
府
訴
訟
制
度
の
研
究
』
畝
傍
書
房
、
一
九
四
三
年
く
岩
波
書
店
再
刊
、
五
五
ー
五
六
頁
V
。
本
稿
で
は
岩
波
書
店
版

に
拠
る
。

　
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
次
註
を
参
照
の
こ
と
。
こ
こ
で
は
、
和
与
認
可
裁
許
状
に
和
与
状
が
引
用
さ
れ
る
こ
と
に
関
す
る
諸
見
解
を
確

認
し
て
お
き
た
い
。
石
井
良
助
博
士
は
、
「
和
與
認
可
状
は
下
知
状
の
形
式
を
採
る
。
前
述
の
如
く
、
和
與
状
は
雨
當
事
者
の
連
署
状
た
る

場
合
も
、
各
當
事
者
が
別
々
に
之
を
作
る
場
合
も
あ
っ
た
が
、
何
れ
の
場
合
で
も
、
裁
判
所
は
和
與
状
の
主
旨
を
引
用
し
て
『
此
上
者
不
及

異
議
』
或
は
『
此
上
者
不
及
子
細
』
と
て
、
當
事
者
の
契
約
を
承
認
し
、
且
違
乱
な
く
沙
汰
す
べ
き
旨
を
命
ず
る
の
が
通
例
で
あ
っ
た
」
と

さ
れ
て
い
る
（
石
井
『
中
世
武
家
不
動
産
訴
訟
法
の
研
究
』
弘
文
堂
書
房
、
一
九
三
六
年
、
二
六
六
ー
二
六
九
頁
）
。
他
方
、
佐
藤
博
士
の

所
論
を
前
提
に
平
山
行
三
氏
は
、
「
後
世
に
な
っ
て
、
和
与
に
関
す
る
文
書
が
証
文
と
し
て
提
出
さ
れ
る
ば
あ
い
に
は
、
1
、
下
知
状
と
、

2
、
相
手
か
ら
受
け
取
っ
た
和
与
状
、
3
、
自
分
が
相
手
に
渡
し
た
和
与
状
の
写
し
の
3
通
の
文
書
が
揃
わ
な
い
と
証
文
と
し
て
充
分
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
時
と
共
に
、
下
知
状
だ
け
で
充
分
な
証
拠
力
を
持
た
せ
た
い
と
い
う
要
求
が
お
こ
っ
て
き
た
。
こ
の

要
求
と
平
行
し
て
、
和
与
状
の
内
容
も
変
化
し
、
和
与
状
に
は
契
約
内
容
の
一
切
が
記
さ
れ
、
同
じ
内
容
の
和
与
状
を
訴
人
と
論
人
が
交
換

す
る
方
法
に
な
っ
た
。
そ
う
し
て
、
下
知
状
も
亦
、
主
文
の
部
分
に
和
与
状
の
主
旨
或
は
全
文
が
盛
り
込
ま
れ
る
と
い
う
後
期
の
形
式
が
生

じ
た
」
と
さ
れ
て
い
る
（
平
山
『
和
与
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
四
年
、
＝
六
頁
）
。



棚晒髄獣褐調剛
引

の状
与和

禍捌
に

状許裁可認
与和

の
府

幕倉鎌8
7

（
4
）

（
5
）

　
佐
藤
前
掲
書
、
六
四
～
六
六
頁
。

　
佐
藤
博
士
は
、
「
前
期
下
知
状
」
、
「
過
渡
的
下
知
状
」
お
よ
び
「
後
期
下
知
状
」
の
、
三
つ
の
タ
イ
プ
に
分
類
さ
れ
て
お
ら
れ
る
。
因
み

に
、
佐
藤
博
士
の
掲
げ
ら
れ
た
関
東
下
知
状
を
『
鎌
倉
幕
府
裁
許
状
集
』
に
収
め
ら
れ
た
裁
許
状
の
文
書
番
号
に
よ
っ
て
改
め
て
示
す
な
ら

ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
第
一
に
、
「
前
期
下
知
状
」
と
し
て
、
「
関
裁
ー
五
八
」
、
「
関
裁
－
九
一
」
、
「
関
裁
－
一
二
五
」
、
「
関
裁
－
一
八
七
」
、
「
関
裁
－
一
九
三
」

お
よ
び
「
関
裁
：
二
〇
二
」
が
あ
る
。

　
第
二
に
、
「
過
渡
的
下
知
状
」
と
し
て
、
「
関
裁
－
九
五
」
お
よ
び
「
関
裁
－
＝
二
九
」
が
あ
る
。

　
第
三
に
、
「
後
期
下
知
状
」
と
し
て
、
「
関
裁
ー
一
九
七
」
、
「
関
裁
－
二
〇
〇
」
、
「
関
裁
－
二
＝
二
」
、
「
関
裁
－
二
二
六
」
、
「
関
裁
ー
二
三

四
」
、
「
関
裁
－
二
三
七
」
、
「
関
裁
－
二
三
九
」
、
「
関
裁
－
二
五
〇
」
、
「
関
裁
－
二
五
三
」
、
「
関
裁
ー
二
五
八
」
お
よ
び
「
関
裁
－
二
六
〇
」

が
あ
る
。

　
佐
藤
博
士
は
、
「
『
関
東
下
知
状
』
に
お
い
て
見
ら
れ
た
和
与
下
知
状
の
形
式
上
の
変
化
は
、
六
波
羅
・
鎮
西
で
は
や
や
降
っ
て
正
安
頃
と

認
め
ら
れ
る
」
と
さ
れ
、
「
六
波
羅
下
知
状
」
九
通
お
よ
び
「
鎮
西
下
知
状
」
六
通
を
挙
げ
て
お
ら
れ
る
が
、
本
稿
で
は
引
用
を
省
略
す
る
。

　
西
村
安
博
「
鎌
倉
幕
府
の
裁
判
に
お
け
る
和
与
状
と
和
与
認
可
裁
許
状
に
つ
い
て
－
対
象
史
料
の
整
理
を
中
心
に
ー
」
（
『
法
政
理
論
』
第

三
十
二
巻
第
一
号
、
一
九
九
九
年
）
を
参
照
。
な
お
、
本
稿
で
は
、
前
稿
で
採
り
上
げ
て
い
な
か
っ
た
次
に
示
す
和
与
認
可
裁
許
状
五
通
を

加
え
て
検
討
の
対
象
と
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
検
討
の
対
象
と
す
る
裁
許
状
は
、
実
質
一
五
七
通
と
な
る
。
早
稲
田
大
学
文
学
部
瀬
野
精
一

郎
教
授
、
宇
部
工
業
高
等
専
門
学
校
岩
元
修
一
助
教
授
よ
り
貴
重
な
御
指
摘
を
賜
っ
た
。
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。

｝
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号

観捲期
論理政

法

【
裁
許
状
追
加
分
】
（
「
恥
」
は
、
前
掲
西
村
稿
【
表
二
】
に
連
関
す
る
も
の
で
あ
る
）

恥
裁
許
状
典
拠

出
　
　
典

裁
許
状
日
付

和
与
状
日
付

和
与
状
一
覧
対
応

訴
訟
当
事
者

論
所
等
国
　
名

船
2

関
裁
ー
A

防
長
風
土
注
進
案

弘
安
一
〇
年
　
一
〇
月
二
二
日

膨
　
　
O
　
　
－
　
　
I
　
　
l
　
　
■
　
　
l
　
　
1
　
　
9
　
　
，
　
　
，
　
　
，
　
　
酢

常
陸

　
　
関
裁
・
鎌

A
遺
二
六
1

3
4
@
一
九
四
一

　
　
五

白
河
本
東
寺
文
　
永
仁
　
五
年
　
　
　
永
仁
　
五
年

書
　
　
　
　
　
　
　
七
月
＝
二
日
　
　
　
七
月
　
五
日

※

○
矢
野
庄
例
名
雑
掌
左
衛
門
尉
行
高

○
地
頭
海
老
名
太
郎
左
衛
門
尉
泰
季

播
磨

関
裁

ー
B

香
取
大
宮
司
家
　
正
安
　
二
年

文
書
　
　
　
　
　
　
　
三
月
二
八
日

正
安
　
元
年

　
　
二
月
二
〇
日

正
安
　
元
年

　
　
二
月
一
九
日

6
8

○
香
取
杜
領
加
符
村
領
主
又
四
郎
實
総

〇
一
分
地
頭
多
田
小
四
郎
有
時

鎮
裁

－
一
七

正
安
　
四
年
　
　
　
正
安
　
三
年

　
　
八
月
一
八
日
　
　
　
二
月
＝
日

○
下
野
前
司
入
道
道
義
代
本
性

○
宮
里
郡
郡
司
八
郎
正
有
代
賢
智
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恥
裁
許
状
典
拠

出
　
　
典

裁
許
状
日
付

和
与
状
日
付

和
与
状
一
覧
対
応

訴
訟
当
事
者

論
所
等
国
　
名

％
5

六
裁
l
A

南
弾
寺
慈
聖
院
文
書

嘉
元
　
二
年
　
＝
月
一
二
日

嘉
元
　
元
年
　
九
月
二
五
日

加
賀

※
①
「
六
裁
l
A
」
は
、
『
加
能
史
料
』
鎌
倉
H
（
一
九
九
四
年
）
二
一
二
八
頁
所
載
。

②
「
関
裁
I
A
」
（
「
防
長
風
土
注
進
案
一
第
一
三
巻
所
収
）
は
、
『
山
口
県
史
史
料
編
中
世
皿
』

③
「
関
裁
l
B
」
は
、
『
千
葉
県
の
歴
史
』
（
資
料
編
・
中
世
2
、
一
九
九
七
年
）
所
収
。

（
6
）

（
二
〇
〇
〇
年
刊
行
予
定
）
所
収
。

　
な
お
、
「
関
裁
－
二
九
三
」
、
「
六
裁
－
六
三
」
、
「
鎮
裁
－
二
〇
一
」
に
つ
い
て
も
、
筆
者
は
事
実
上
の
和
与
が
認
め
ら
れ
る
ケ
ー
ス
で
は

な
い
か
と
考
え
て
い
る
が
、
前
掲
稿
【
表
二
】
に
は
掲
載
し
て
い
な
い
。
和
与
に
は
、
訴
え
の
取
り
下
げ
的
な
要
素
も
含
ま
れ
得
る
こ
と
や
、

こ
の
意
思
を
表
明
す
る
た
め
に
、
「
請
文
」
が
作
成
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
っ
た
こ
と
な
ど
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
又
、
古
文
書
学
上
の

「
請
文
」
・
「
領
状
」
な
ど
の
意
義
に
つ
い
て
も
、
再
検
討
す
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
実
際
に
作
成
さ
れ
た
和
与
状
の
形
式
や
内
容
に
つ
い
て
裁
許
状
が
和
与
状
を
引
用
す
る
に
あ
た
り
、
ど
の
程
度
ま
で
尊
重
し
て
い
た
の
か

を
総
合
的
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、
本
稿
で
は
採
り
上
げ
る
に
及
ん
で
い
な
い
他
の
側
面
に
よ
る
検
討
も
要
求
さ
れ
得
る
こ
と
を
筆
者
は
了

解
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
「
関
裁
－
三
〇
八
」
で
は
、
連
署
和
与
状
（
現
存
）
の
内
容
が
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
和
与
状
原

文
の
末
尾
に
あ
る
「
傍
為
末
代
明
鏡
、
和
与
中
分
之
状
如
件
、
」
の
一
連
の
書
き
止
め
文
言
の
部
分
だ
け
は
省
略
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解

さ
れ
る
。
厳
密
に
云
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
を
は
じ
め
と
し
て
、
「
和
与
認
可
の
下
知
を
申
請
す
る
」
と
い
う
よ
う
な
文
言
な
ど
に
つ
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い
て
も
、
そ
の
引
用
状
況
を
点
検
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
遺
憾
な
が
ら
本
稿
で
は
行
い
得
て
い
な
い
。
た
だ
、
筆
者
は
、
こ
の
よ
う
な

書
き
止
め
文
言
は
引
用
の
際
に
は
、
省
略
さ
れ
る
場
合
の
方
が
む
し
ろ
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
の
印
象
を
抱
い
て
い
る
。
本
稿
で
は
、

さ
し
あ
た
り
、
和
与
状
の
事
書
部
分
の
引
用
状
況
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
和
与
認
可
裁
許
状
が
和
与
状
を
引
用
す
る
に
あ
た
っ
て
、
和
与

状
を
ど
の
程
度
精
確
に
引
用
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
の
判
断
を
得
る
手
掛
か
り
を
得
よ
う
と
す
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
。

銅㎜q
号

観蜷剃
論理政

法

一
、
和
与
認
可
裁
許
状
に
お
け
る
和
与
状
の
引
用
状
況
に
つ
い
て

　
鎌
倉
幕
府
の
裁
判
に
お
い
て
、
訴
訟
の
係
属
中
に
和
与
が
成
立
し
た
場
合
、
訴
訟
当
事
者
に
よ
る
当
該
和
与
の
公
認
の
申
請
を
承
け

た
裁
判
所
は
、
裁
判
所
と
し
て
和
与
を
認
可
し
た
と
い
う
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
和
与
認
可
裁
許
状
を
両
当
事
者
に
対
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

下
付
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
こ
の
と
き
和
与
認
可
裁
許
状
の
本
文
に
は
、
裁
判
所
と
し
て
当
該
和
与
を
公
認
す
る
趣
旨
の
文
言
が

記
載
さ
れ
る
の
に
加
え
て
、
和
与
状
の
本
文
も
引
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
詳
細
な
検
討
を
必
ず
し
も
得
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
和
与
認
可
裁
許
状
に
お
い
て
和
与
状
が
ど
の

よ
う
に
引
用
さ
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
こ
こ
で
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
和
与
認
可
裁
許
状
の
作
成
さ
れ

る
場
合
に
は
、
和
与
状
に
関
す
る
ど
の
よ
う
な
引
用
形
式
が
採
ら
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
課
題
を
設
定
す
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
が
、
い

ま
、
少
し
見
方
を
変
え
て
、
和
与
認
可
裁
許
状
か
ら
訴
論
人
双
方
の
和
与
状
の
内
容
を
ど
の
よ
う
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と

い
う
観
点
か
ら
裁
許
状
を
改
め
て
眺
め
直
し
て
み
た
い
と
思
う
。
も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
は
、
和
与
認
可
裁
許
状
か
ら
読
み
取
る
こ
と
の
で
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き
る
も
の
の
す
べ
て
を
検
討
の
対
象
と
す
る
余
裕
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
の
で
、
訴
訟
両
当
事
者
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
和
与
状
が

ど
の
よ
う
な
形
で
和
与
認
可
裁
許
状
の
本
文
中
に
反
映
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
点
に
絞
っ
て
考
え
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

　
い
ま
、
和
与
認
可
裁
許
状
か
ら
和
与
状
の
内
容
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
和
与
認
可
裁
許
状
に
関
す
る
以
下
の
よ
う
な
分
類

を
も
と
に
検
討
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
ろ
う
。
こ
こ
で
検
討
の
対
象
と
す
る
の
は
、
改
め
て
云
う
ま
で
も
な
く
、
関
東
裁
許
状
、
六
波

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

羅
裁
許
状
お
よ
び
鎮
西
裁
許
状
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
和
与
認
可
裁
許
状
で
あ
る
。

1
　
和
与
状
の
引
用
に
関
す
る
分
類
お
よ
び
整
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

e
訴
人
・
論
人
両
方
の
和
与
状
の
内
容
が
引
用
さ
れ
て
い
る
場
合

ω
両
方
の
内
容
が
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
理
解
さ
れ
得
る
場
合

　
①
訴
論
人
両
方
の
和
与
状
の
内
容
が
引
用
さ
れ
て
い
る
も
の
　
　
　
該
当
す
る
裁
許
状
と
し
て
は
、
都
合
二
十
九
通
が
あ
る
。

　
関
東
裁
許
状
で
は
、
「
関
裁
－
一
〇
九
」
、
「
関
裁
l
B
」
、
「
関
裁
ー
二
三
七
」
、
「
関
裁
－
補
三
一
」
、
「
関
裁
－
二
六
〇
」
、
「
関
裁
－

二
六
三
」
、
「
関
裁
－
二
六
八
」
、
「
関
裁
－
補
三
三
」
、
「
関
裁
－
二
七
一
」
、
「
関
裁
－
二
七
七
」
お
よ
び
「
関
裁
．
鎌
遺
四
〇
1
三
一
〇

五
五
」
で
あ
る
。

　
六
波
羅
裁
許
状
で
は
、
「
六
裁
－
三
五
」
、
「
六
裁
l
A
」
、
「
六
裁
ー
補
八
」
、
「
六
裁
－
補
一
〇
」
、
「
六
裁
－
六
〇
」
、
「
六
裁
－
六
二
」
、

お
よ
び
「
六
裁
－
補
一
二
」
で
あ
る
。

　
鎮
西
裁
許
状
で
は
、
「
鎮
裁
－
一
七
」
、
「
鎮
裁
－
八
三
」
、
「
鎮
裁
－
補
七
」
、
「
鎮
裁
－
一
一
二
」
、
「
鎮
裁
－
一
＝
二
」
、
「
鎮
裁
i
一
二

四
」
、
「
鎮
裁
－
一
六
七
」
、
「
鎮
裁
－
一
七
八
」
、
「
鎮
裁
－
一
入
七
」
、
「
鎮
裁
－
二
一
〇
」
、
お
よ
び
「
鎮
裁
．
鎌
遺
四
一
－
三
一
七
四
四
」
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鋤㎜q
号

剃捲鋼論理政
法

で
あ
る
。

　
い
ま
、
こ
の
ケ
ー
ス
の
一
つ
と
し
て
、
「
関
裁
i
二
六
三
」
を
例
示
し
て
お
く
。

【
史
料
一
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
景
茂
）

　
　
　
天
野
肥
後
三
郎
左
衛
門
尉
顯
茂
与
同
次
郎
左
衛
門
尉
景
廣
相
論
亡
父
新
左
衛
門
入
道
観
景
遺
領
武
藏
國
由
比
本
郷
・
遠
江
國
奥
山
郷
避
前
村

　
　
　
・
美
濃
國
柿
御
園
等
事
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
訴
ー
I
I

　
　
右
、
就
訴
陳
状
、
欲
有
其
沙
汰
之
庭
、
去
月
廿
入
日
雨
方
和
与
畢
、
如
顯
茂
状
者
、
右
、
所
々
者
、
自
亡
父
観
景
之
手
、
去
正
慮
二
年
三
月

肘
日
顯
茂
譲
得
之
庭
、
景
廣
号
帯
徳
治
三
年
六
月
十
七
日
譲
状
、
令
押
領
之
問
、
就
訴
申
、
番
訴
陳
、
相
互
錐
申
子
細
、
所
詮
、
以
和
与
之

儀
、
顯
茂
所
得
内
由
比
本
郷
参
分
壼
、
麹
塊
藪
鋸
構
、
美
濃
國
柿
御
園
牛
分
、
避
渡
干
景
廣
畢
、
次
所
載
正
磨
譲
状
景
廣
分
遠
江
國
大
結
・
福

澤
嚢
門
國
岡
枝
響
煮
任
撲
景
廣
知
行
不
可
有
相
違
云
雫
袈
廣
状
煮
（
ー

七
日
景
廣
譲
得
之
庭
、
顯
茂
号
得
正
慮
二
年
三
月
廿
日
譲
状
、
錐
番
訴
陳
、
相
互
以
和
与
之
儀
、
由
比
本
郷
参
分
萱
、
棚
綴
頒
納
配
美
濃

國
柿
御
園
牟
分
、
顯
茂
令
避
之
間
、
止
沙
汰
畢
、
次
号
載
正
慮
譲
状
景
廣
分
遠
江
國
大
結
二
嘱
澤
・
長
門
國
岡
枝
郷
者
、
可
爲
景
廣
分
云
云

者
、

早
守
彼
状
、
向
後
無
違
乱
、

正
和
二
年
五
月
二
日

相
互
可
領
知
之
状
、
依
鎌
倉
殿
仰
、
下
知
如
件
、

　
（
北
條
熈
時
）

相
模
守
平
朝
臣
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
②
訴
論
人
双
方
の
加
署
判
に
よ
る
連
署
和
与
状
が
引
用
さ
れ
て
い
る
も
の
　
　
　
該
当
す
る
裁
許
状
は
、
都
合
、
十
六
通
が
あ
る
。

　
関
東
裁
許
状
で
は
、
「
関
裁
．
鎌
遺
二
六
－
一
九
四
一
五
」
、
「
関
裁
ー
二
＝
二
」
、
「
関
裁
ー
二
五
三
」
、
「
関
裁
－
補
五
三
」
、
「
関
裁

－
補
三
六
」
、
「
関
裁
－
二
七
五
」
、
「
関
裁
－
二
九
八
」
、
「
関
裁
－
三
〇
八
」
、
「
関
裁
－
三
〇
九
」
、
お
よ
び
「
関
裁
－
三
一
七
」
が
あ
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3
る
。　

六
波
羅
裁
許
状
で
は
、
「
六
裁
－
四
六
」
、
「
六
裁
－
四
七
」
、
「
六
裁
－
五
六
」
、
「
六
裁
－
六
八
」
、
「
六
裁
－
七
四
」
お
よ
び
「
六
裁

－
七
七
」
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
い
ま
、
こ
の
ケ
ー
ス
の
一
つ
と
し
て
、
「
六
裁
－
五
六
」
を
例
示
し
て
お
く
。

【
史
料
二
の
一
】

　
　
（
端
裏
書
）

　
　
　
「
本
寺
聖
供
地
頭
和
与
状
」

　
　
　
東
大
寺
學
侶
等
雑
掌
朝
舜
与
美
濃
國
茜
部
庄
地
頭
長
井
出
羽
法
印
静
鍮
代
輝
性
相
論
年
貢
事
、

　
　
右
、
就
訴
陳
状
、
擬
有
其
沙
汰
之
庭
、
帯
寺
務
井
静
喩
状
、
雨
方
出
和
与
状
畢
、
如
今
年
十
月
廿
日
朝
舜
・
暉
性
等
連
署
状
者
、
和
与
東
大

寺
領
美
濃
國
茜
部
庄
請
所
年
貢
絹
綿
事
、
合
絹
百
萱
疋
・
綿
千
拾
爾
欄
癬
織
翻
可
鵬
鱒
薙
醗
翻
雄
罐
欄
践
鰍
輸
断
齪
職
贈
瀬
蒸
此
外
延
絹
拾
玖
疋
四
丈
代

伍
拾
貫
柴
百
文
略
遡
、
右
、
當
庄
者
、
起
自
本
願
永
観
律
師
之
素
意
、
爲
學
侶
之
衣
服
、
被
寄
置
之
間
、
濟
絹
綿
來
之
虞
、
近
曾
以
降
地

頭
請
所
之
後
、
或
麓
品
之
絹
、
或
色
代
之
銭
、
連
々
不
法
年
々
相
積
之
間
、
學
侶
就
訴
訟
、
重
々
被
経
御
沙
汰
、
去
弘
安
三
年
見
絹
禁
結

絹
、
定
分
雨
御
下
知
之
庭
、
其
後
鹿
品
之
所
濟
、
陶
以
不
改
善
悪
之
相
論
、
弥
又
有
煩
、
就
之
更
及
沙
汰
之
刻
、
專
存
潤
色
儀
、
永
仁
五
年

改
見
物
、
被
成
色
代
畢
、
此
上
者
、
專
守
御
下
知
、
不
可
違
失
之
庭
、
動
違
期
逞
濟
、
越
年
未
進
連
々
相
積
之
間
、
學
侶
又
企
訴
訟
、
被
経

御
沙
汰
之
刻
、
年
來
之
不
法
悉
以
可
令
路
顯
之
間
、
忽
依
可
被
行
重
科
、
悔
先
非
、
就
歎
申
、
所
詮
、
見
絹
・
見
綿
任
弘
安
御
下
知
、
以
美

麗
之
分
、
可
調
進
之
由
、
就
申
請
、
以
潤
色
之
儀
、
所
被
成
見
絹
・
見
綿
也
、
然
者
、
任
弘
安
御
下
知
、
以
美
麗
爲
本
、
永
不
可
有
麓
品
之

儀
、
爲
足
分
爾
、
努
々
不
可
稻
紆
謀
、
若
分
雨
以
下
濟
期
等
事
、
背
弘
安
御
下
知
之
旨
、
致
不
法
之
時
者
、
更
立
還
色
代
伍
伯
伍
十
五
貫
五

百
文
井
延
絹
代
伍
拾
貫
柴
百
文
、
守
永
仁
御
下
知
、
無
慨
怠
可
致
其
沙
汰
、
此
上
若
錐
一
事
、
背
御
下
知
、
致
封
桿
不
法
者
、
不
日
可
被
申



9
4

匂蜘q
号

鯉蜷剃
論理政

法

行
御
下
知
違
背
之
重
科
者
也
、
其
時
更
不
可
申
子
細
云
云
、
如
同
月
日
輝
性
状
者
、
請
申
茜
部
庄
、
自
延
慶
二
年
、
至
正
和
元
年
未
進
間
事
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
け
カ
リ

合
九
百
四
十
四
貫
七
百
文
者
、
右
、
當
庄
年
貢
者
、
有
限
之
員
数
年
内
可
令
究
濟
之
由
、
關
東
・
六
波
度
々
御
下
知
分
明
之
間
、
錐
存
其
儀
、

依
不
慮
之
慨
怠
、
可
被
申
行
御
下
知
違
背
罪
科
之
由
、
及
御
沙
汰
之
間
、
於
大
未
進
者
、
参
ヶ
年
之
内
可
令
究
濟
之
由
、
錐
爲
式
目
之
所

定
、
以
別
儀
、
五
ヶ
年
之
内
可
令
究
濟
之
旨
、
就
歎
申
、
蒙
御
宥
免
之
條
、
尤
所
令
喜
悦
也
、
然
上
者
、
自
明
年
五
ヶ
年
之
間
、
年
々
随
励

得
、
可
致
其
弁
、
極
少
不
可
減
干
百
結
之
内
、
若
五
ヶ
年
内
未
進
究
納
之
分
、
不
満
百
貫
之
時
者
、
錐
爲
五
ヶ
年
以
前
、
如
載
状
、
右
可
被

申
行
罪
科
、
以
第
五
年
、
無
一
塵
之
未
進
、
可
致
其
弁
者
也
、
錐
爲
少
分
、
過
五
ヶ
年
、
猫
致
慨
怠
者
、
及
御
沙
汰
、
被
召
改
地
頭
職
、
錐

被
申
行
別
罪
科
、
更
以
不
可
申
子
細
云
云
者
、
雨
方
和
与
之
上
者
、
不
異
儀
歎
、
然
則
、
任
彼
状
、
相
互
可
致
沙
汰
之
状
、
下
知
如
件
、

　
　
正
和
二
年
十
二
月
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
北
條
時
敦
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
越
後
守
干
朝
臣
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
金
滞
貞
顯
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
武
藏
守
卒
朝
臣
（
花
押
）

こ
こ
で
、
連
署
形
式
の
和
与
状
は
、
い
つ
頃
か
ら
作
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

【
表
一
の
二
（
連
署
和
与
状
に
関
す
る
年
代
分
布
）

年
　
　
代
　
　
区
　
　
分

和
与
認
可
裁
許
状

連
署
和
与
状
引
用
裁
許
状

現
存
連
署
和
与
状

引
用
連
署
和
与
状

1

承
久
三
ー
寛
喜
二
（
一
二
二
一
－
三
〇
）

　
｝
　
　
　
一
〇
　
「
0
　
皿
　
＊
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
皿
　
　
　
一
〇
　
一
〇
　
一
　
＊
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
一
　
　
　
一
〇
　
一
　
〇
　
｝
　
0
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
一
　
　
　
｝
0
　
「
〇
　
一
　
＊
　
富
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

2

寛
喜
三
ー
仁
治
元
（
一
二
＝
＝
1
四
〇
）

　
｝
　
　
　
一
3
　
｝
0
　
｝
＊
　
冒
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
一
　
　
　
一
〇
　
一
〇
　
一
＊
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
一
　
　
　
皿
〇
　
一
〇
　
一
〇
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
一
　
　
　
一
〇
　
一
〇
　
一
＊
　
■
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

3

仁
治
二
ー
建
長
二
（
一
二
四
一
－
五
〇
）

　
一
　
　
　
一
〇
一
1
　
一
＊
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
■

　
一
　
　
　
｝
0
一
〇
｝
＊
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「

　
一
　
　
　
一
〇
　
　
　
¶
⊥
　
　
　
0
　
「
　
　
　
一
　
幽
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
一
　
　
　
一
〇
「
〇
一
＊
　
謄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9
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年
　
　
代
　
　
区
　
　
分

和
与
認
可
裁
許
状

連
署
和
与
状
引
用
裁
許
状

現
存
連
署
和
与
状

引
用
連
署
和
与
状

4

建
長
三
～
文
磨
元
（
一
二
五
一
－
六
〇
）

4
　
－
…
＊
　
胃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

o
…
o
…
＊
　
辱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
曾

　
一
　
　
　
一
〇
　
　
　
－
⊥
　
　
　
（
U
　
一
　
　
　
一
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
冒

o
…
o
…
＊
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

5

弘
長
元
ー
文
永
七
（
一
二
六
一
ー
七
〇
）

3
…
－
…
＊

o
…
o
…
＊　

一
　
　
　
一
－
⊥
　
　
　
n
V
　
　
　
O
　
一
　
　
　
一

o
…
o
…
＊

6

文
永
八
～
弘
安
三
（
＝
一
七
一
－
入
○
）

　
皿
　
　
　
皿
5
　
一
　
－
　
皿
　
＊
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
一
　
　
　
｝
0
　
｝
0
　
｝
　
＊
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
曹

　
｝
　
　
　
一
－
　
一
　
2
　
一
　
〇
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
一
　
　
　
㎜
〇
　
一
〇
　
一
　
＊
　
雫
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

7

弘
安
四
～
正
慮
三
（
＝
一
八
一
－
九
〇
）

　
一
　
　
　
一
5
　
一
2
　
【
＊
　
■
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
冒

　
一
　
　
　
｝
0
　
一
〇
　
｝
＊
　
凹
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
一
　
　
　
一
2
　
一
－
　
㎜
0
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
一
　
　
　
一
〇
　
一
〇
　
一
＊
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

8

正
鷹
四
ー
正
安
二
（
＝
一
九
一
1
＝
二
〇
〇
）

1
6 c

8
…
3
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
騨

　
一
　
　
　
一
9
9
　
　
　
0
　
　
　
0
　
皿
　
　
　
…
　
塵
　
　
　
　
　
　
　
　
　
薗

　
｝
　
　
　
｝
4
　
…
1
　
一
〇
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
「
　
　
　
一
2
　
｝
0
　
皿
0
　
冒
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

9

正
安
三
～
延
慶
三
（
＝
二
〇
一
－
一
〇
）

8
…
1
0
…
6
　
㎝
　
　
　
…

　
一
　
　
　
一
「
⊥
　
　
　
9
白
　
　
　
0
　
一
　
　
　
｝
　
㎝
　
　
　
㎜

　
一
　
　
　
一
1
　
　
　
1
　
　
　
0
　
一
　
　
　
一
　
｝
　
　
　
皿

　
「
　
　
　
一
1
1
　
　
　
1
　
　
　
　
0
　
一
　
　
　
一
　
…
　
　
　
㎝

1
0
慮
長
元
～
元
慮
二
（
＝
一
二
一
－
二
〇
）

1
5

c
7
…
1
7

　
㎝
　
　
　
一
n
j
　
　
　
ら
0
　
　
　
0
　
㎝
　
　
　
一

　
一
　
　
　
一
3
　
　
　
0
　
　
　
1
⊥
　
一
　
　
　
一

　
一
　
　
　
一
1
　
　
　
1
　
　
　
0
　
一
　
　
　
皿

1
1
一
兀
古
了
一
兀
ー
一
兀
徳
二
　
（
＝
一
ご
一
一
－
一
二
〇
）

　
一
　
　
　
一
2
　
　
　
　
　
　
　
　
7
9
1
　
一
6
　
一
－
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
皿
　
　
　
一
2
　
皿
　
－
　
一
　
〇
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
一
　
　
　
一
2
　
一
　
2
　
一
　
〇
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
一
　
　
　
一
〇
　
一
　
－
　
一
　
〇
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

1
2
元
弘
元
・
元
徳
三
ー
元
弘
三
・
正
慶
二
（
一
三
三
一
－
三
三
）

　
一
　
　
　
｝
4
　
一
＊
　
一
3
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
一
　
　
　
一
1
　
皿
＊
　
一
〇
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
一
　
　
　
一
〇
　
一
〇
　
一
〇
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
｝
　
　
　
一
〇
　
一
＊
　
皿
0
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

総
　
　
　
　
　
　
　
計

5
　
一
6
　
皿
6
7
　
一
　
3
　
一
　
4
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

1
0 c

6
…
0
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

1
4 c

9
…
－
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
｝
　
　
　
一
4
　
｝
3
｝
0
　
冒
　
　
　
　
　
　
　
　
　
9

　
【
表
一
の
一
】
に
お
い
て
は
、
「
和
与
認
可
裁
許
状
」
、
「
連
署
和
与
状
の
引
用
さ
れ
た
裁
許
状
（
連
署
和
与
状
引
用
裁
許
状
）
」
、
「
和

与
認
可
裁
許
状
に
対
応
し
現
存
す
る
連
署
和
与
状
（
現
存
連
署
和
与
状
）
」
、
そ
し
て
、
「
現
存
は
し
な
い
が
和
与
認
可
裁
許
状
の
中
に

引
用
さ
れ
て
い
る
連
署
和
与
状
（
引
用
連
署
和
与
状
）
」
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
関
東
裁
許
状
に
関
わ
る
実
数
を
「
上
段
」
に
、
六

波
羅
裁
許
状
に
関
わ
る
実
数
を
「
中
段
」
に
、
さ
ら
に
鎮
西
裁
許
状
に
関
わ
る
実
数
を
「
下
段
」
に
記
載
し
て
い
る
。
ま
た
、
表
の
上

端
の
数
字
（
1
－
1
2
）
は
、
時
期
区
分
の
番
号
を
示
し
て
い
る
。
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次
に
、
こ
の
【
表
一
の
一
】
か
ら
読
み
取
る
こ
と
の
で
き
る
事
実
を
指
摘
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
第
一
に
、
鎌
倉
幕
府
の
裁
判
に
お
い
て
連
署
形
式
の
和
与
状
が
最
も
早
く
現
れ
る
も
の
は
、
現
存
す
る
も
の
お
よ
び
裁
許
状
に
引
用

さ
れ
て
い
る
も
の
を
あ
わ
せ
て
見
る
な
ら
ば
、
第
3
期
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
六
波
羅
探
題
の
認
可
し
て
い
る
ケ
ー
ス
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。

　
第
二
に
、
連
署
和
与
状
は
、
第
3
期
以
降
、
幕
末
の
第
1
2
期
に
い
た
る
ま
で
作
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

　
第
三
に
、
連
署
和
与
状
が
裁
許
状
に
引
用
さ
れ
始
め
る
の
が
、
鎌
倉
時
代
後
期
の
第
8
期
以
降
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、

こ
れ
以
前
に
は
連
署
和
与
状
が
作
成
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
裁
許
状
に
は
引
用
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
が
明
ら
か

に
な
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
第
8
期
以
降
で
あ
っ
て
も
、
必
ず
し
も
連
署
和
与
状
が
引
用
さ
れ
て
い
た
と
は
限
ら
な
い
。

　
例
え
ば
、
第
1
0
期
に
分
類
さ
れ
る
「
鎮
裁
－
一
〇
四
」
で
は
、
対
応
す
る
連
署
和
与
状
は
現
存
し
て
い
る
ケ
ー
ス
で
は
あ
る
が
、
【
史

料
二
の
二
】
か
ら
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
認
可
裁
許
状
の
本
文
で
は
、
和
与
の
成
立
に
と
も
な
い
本
所
領
家
・
地
頭
よ
り
幕
府
裁
判
所

に
対
し
て
当
該
和
与
認
可
の
申
請
が
あ
っ
た
こ
と
を
簡
明
に
記
し
て
い
る
だ
け
で
、
連
署
和
与
状
そ
の
も
の
は
引
用
さ
れ
て
い
な
い
の

で
あ
る
。

【
史
料
二
の
二
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
島
津
）

　
　
　
嶋
津
庄
薩
摩
方
伊
作
庄
同
日
置
郷
雑
掌
信
宗
与
地
頭
下
野
彦
三
郎
左
衛
門
尉
久
長
代
忠
國
相
論
年
貢
以
下
所
務
條
條
事
、

　
　
右
、
就
雑
掌
訴
訟
、
有
其
沙
汰
之
庭
、
爾
方
令
和
与
畢
、
伍
帯
今
季
七
月
廿
三
日
本
所
状
井
久
長
學
状
、
可
預
裁
許
之
由
、
所
申
也
、
此
上

　
　
不
及
異
儀
、
早
守
彼
状
、
相
互
可
致
沙
汰
突
者
、
依
仰
下
知
如
件
、
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文
保
元
年
九
月
廿
四
日

　
第
四
に
、

に
、
他
方
、

　
　
　
　
ほ
　
ソ

遠
江
守
干
朝
臣
（
花
押
）

鎮
西
裁
許
状
に
お
い
て
は
、
連
署
和
与
状
の
引
用
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
見
ら
れ
な
い
と
い
う
事
実
が
明
ら
か
に
な
る
と
と
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
波
羅
裁
許
状
の
関
わ
る
連
署
和
与
状
の
割
合
は
比
較
的
に
高
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。

　
③
「
事
書
条
々
」
の
形
式
で
引
用
さ
れ
た
も
の
、
あ
る
い
は
、
和
与
状
が
個
別
に
作
成
さ
れ
た
の
か
連
署
形
式
で
作
成
さ
れ
た
の
か

　
に
つ
い
て
は
不
明
だ
が
、
両
当
事
者
の
作
成
し
た
和
与
状
の
趣
旨
・
内
容
を
ま
と
め
て
引
用
し
て
い
る
も
の

　
該
当
す
る
裁
許
状
は
、
都
合
二
十
四
通
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
関
東
裁
許
状
で
は
、
「
関
裁
－
九
五
」
、
「
関
裁
ー
＝
○
」
、
「
関
裁
i
＝
二
九
」
、
「
関
裁
－
一
九
三
」
、
「
関
裁
－
二
〇
二
」
、
「
関
裁

i
二
〇
六
」
、
「
関
裁
－
二
一
三
」
、
「
関
裁
－
二
一
九
」
、
「
関
裁
－
二
二
六
」
、
「
関
裁
－
二
二
入
」
、
「
関
裁
ー
二
二
九
」
、
「
関
裁
－
二
三

四
」
、
「
関
裁
－
二
六
七
」
、
お
よ
び
「
関
裁
－
二
七
三
」
で
あ
る
。

　
六
波
羅
裁
許
状
で
は
、
「
六
裁
－
一
七
」
、
「
六
裁
－
二
一
」
、
「
六
裁
－
二
五
」
、
「
六
裁
－
補
五
」
、
「
六
裁
－
二
七
」
、
「
六
裁
－
二
九
」
、

「
六
裁
i
補
一
六
」
、
「
六
裁
－
三
三
」
、
「
六
裁
－
三
七
」
お
よ
び
「
六
裁
ー
四
五
」
で
あ
る
。

　
い
ま
、
こ
の
ケ
ー
ス
の
一
つ
と
し
て
、
「
関
裁
i
二
〇
二
」
お
よ
び
「
関
裁
－
二
〇
六
」
を
例
示
し
て
お
く
。

【
史
料
三
の
一
】

　
　
東
寺
領
若
挾
國
太
良
庄
雑
掌
尚
慶
与
地
頭
若
狡
二
郎
忠
兼
代
良
砧
相
論
所
務
條
々
、
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勧
農
事
、

　
百
姓
名
爲
陸
名
由
事
、

　
助
國
名
事
、

　
柴
段
参
百
歩
畠
事
、

　
依
地
頭
非
法
百
姓
等
難
安
堵
事
、

　
公
田
萱
町
事
、

　
末
武
名
事
、

　
公
文
職
井
藥
師
堂
馬
上
免
田
畠
事
、

　
本
百
姓
外
宛
行
別
役
於
脇
在
家
事
、

　
地
頭
佃
米
事
、

　
大
萄
事
、

右
、
條
々
、
任
六
波
羅
執
進
永
仁
二
年
四
月
和
与
状
、

　
　
永
仁
三
年
五
月
七
日

相
互
可
致
所
務
沙
汰
者
、
依
鎌
倉
殿
仰
、
下
知
如
件
、

【
史
料
三
の
二
】

　
　
日
吉
杜
領
出
雲
國
柴
治
郷
雑
掌
与
一
方
地
頭
賭
脳
開
駄
輔
代
左
衛
門
尉
行
康
相
論
所
務
条
々
事
、

　
右
、
就
訴
陳
状
、
欲
有
其
沙
汰
之
庭
、
去
月
廿
七
日
雨
方
出
和
与
状
畢
、
如
彼
状
者
、
於
田
畠
各
萱
町
者
、

　
（
北
條
宣
時
）

陸
奥
守
卒
朝
臣
（
花
押
）

　
（
北
條
貞
時
）

相
模
守
平
朝
臣
（
花
押
）

可
避
渡
干
地
頭
、
至
其
外
下
地
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者
、
令
中
分
云
．
、
然
則
、
任
彼
状
、
可
令
領
知
也
者
、
依
鎌
倉
殿
仰
、
下
知
如
件
、

　
　
　
　
永
仁
四
年
九
月
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
北
條
宣
時
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
陸
奥
守
卒
朝
臣
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
北
條
貞
時
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
相
模
守
卒
朝
臣
（
花
押
）

②
訴
論
人
い
ず
れ
か
一
方
の
和
与
状
の
内
容
が
詳
細
に
引
用
さ
れ
る
も
の
の
、
も
う
一
方
の
和
与
状
の
内
容
が
例
え
ば
「
子
細
同
前
」

な
ど
の
よ
う
な
形
式
が
採
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
引
用
の
省
略
が
な
さ
れ
て
い
る
場
合

　
④
訴
人
の
和
与
状
は
引
用
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
論
人
の
和
与
状
に
つ
い
て
は
省
略
さ
れ
て
い
る
も
の

　
該
当
す
る
裁
許
状
は
、
都
合
二
十
三
通
が
あ
る
。

　
関
東
裁
許
状
で
は
、
「
関
裁
－
六
七
」
、
「
関
裁
－
一
九
七
」
、
「
関
裁
－
二
三
九
」
、
「
関
裁
－
二
五
八
」
、
「
関
裁
－
二
五
九
」
、
「
関
裁

－
二
入
二
」
、
「
関
裁
－
二
八
六
」
、
「
関
裁
－
三
〇
七
」
、
お
よ
び
「
関
裁
－
三
二
〇
」
で
あ
る
。

　
六
波
羅
裁
許
状
で
は
、
「
六
裁
－
三
六
」
、
「
六
裁
ー
四
〇
」
、
「
六
裁
－
四
九
」
お
よ
び
「
六
裁
ー
六
四
」
で
あ
る
。

　
鎮
西
裁
許
状
で
は
、
「
鎮
裁
－
一
〇
」
、
「
鎮
裁
－
六
九
」
、
「
鎮
裁
－
八
四
」
、
「
鎮
裁
ー
一
〇
〇
」
、
「
鎮
裁
－
一
〇
入
」
、
「
鎮
裁
－
一

一
九
」
、
「
鎮
裁
－
一
九
八
」
、
「
鎮
裁
－
一
九
九
」
、
「
鎮
裁
－
二
〇
〇
」
お
よ
び
「
鎮
裁
－
二
〇
九
」
で
あ
る
。

　
い
ま
、
こ
の
ケ
ー
ス
の
一
つ
と
し
て
、
「
関
裁
－
二
三
九
」
を
例
示
し
て
お
く
。

【
史
料
四
】

　
　
　
東
大
寺
領
伊
与
國
弓
創
嶋
雑
掌
榮
實
与
地
頭
代
佐
房
相
論
所
務
条
々
事
、

　
　
　
　
ミ

　
　
右
、
如
去
二
月
廿
九
日
六
波
羅
注
進
状
者
、
召
調
訴
陳
状
之
腱
、
今
年
正
月
十
八
日
雨
方
出
和
与
状
之
間
、
彼
状
井
訴
陳
状
具
書
等
相
副
目
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（
訴
人

六
進
上
云
々
、
如
榮
實
状
者
、
所
務
以
下
条
々
、
就
正
元
・
永
仁
御
下
知
、
錐
番
訴
陳
状
、
断
未
來
之
煩
、
爲
停
當
時
之
論
、
所
和
与
也
、

田
畠
．
山
林
．
塩
濱
等
相
分
下
地
、
於
参
分
試
者
、
可
爲
領
家
分
、
至
参
分
壷
者
、
可
爲
地
頭
分
、
次
網
場
三
箇
所
内
萱
所
嶋
尻
者
、
可
爲

領
家
分
、
壷
所
鈎
濱
浦
者
、
可
爲
地
頭
分
、
壼
所
邊
屋
路
嶋
者
、
網
以
下
所
出
、
随
出
來
、
預
所
井
地
頭
可
致
牟
分
沙
汰
也
、
固
可
守
此
旨
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
医
「
1
－
1

若
於
令
違
背
者
、
可
被
庭
罪
科
云
、
、
取
斡
如
佐
房
状
者
、
子
細
同
前
者
、
當
嶋
者
、
地
頭
小
宮
三
郎
兵
衛
尉
景
行
井
左
衛
門
四
郎
茂
忠
之

時
、
依
及
所
務
之
相
論
、
可
守
新
補
率
法
之
由
、
正
嘉
三
年
出
和
与
状
之
間
、
任
彼
状
、
可
致
所
務
之
由
、
正
元
々
年
被
裁
許
之
上
、
永
仁

四
年
重
可
守
正
嘉
和
与
之
由
、
被
成
敗
畢
、
今
又
雨
方
出
和
与
状
之
間
、
労
不
及
異
儀
、
然
則
、
任
和
与
状
、
向
後
相
互
可
致
沙
汰
之
状
、

依
鎌
倉
殿
仰
、
下
知
如
件
、

　
　
乾
元
二
年
閏
四
月
廿
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
北
條
師
時
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
相
模
守
平
朝
臣
稽
勘
加
継
糀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
北
條
時
村
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
武
藏
守
準
朝
臣
（
花
押
）

　
⑤
論
人
の
和
与
状
は
引
用
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
訴
人
の
和
与
状
に
つ
い
て
は
省
略
さ
れ
て
い
る
も
の

　
該
当
す
る
裁
許
状
は
、
都
合
十
九
通
が
あ
る
。

　
関
東
裁
許
状
で
は
、
「
関
裁
－
二
〇
＝
、
「
関
裁
ー
二
五
〇
」
、
「
関
裁
ー
二
七
二
」
、
「
関
裁
－
補
三
七
」
、
「
関
裁
ー
二
九
四
」
、
「
関

裁
ー
三
〇
四
」
、
「
関
裁
－
三
一
〇
」
お
よ
び
「
関
裁
ー
三
二
一
」
で
あ
る
。

　
鎮
西
裁
許
状
で
は
、
「
鎮
裁
－
二
八
」
、
「
鎮
裁
i
九
八
」
、
「
鎮
裁
ー
＝
五
」
、
「
鎮
裁
－
一
四
四
」
、
「
鎮
裁
ー
一
五
九
」
、
「
鎮
裁
ー

一
六
六
」
、
「
鎮
裁
ー
一
七
一
」
、
「
鎮
裁
－
一
七
二
」
、
「
鎮
裁
－
補
一
八
」
、
「
鎮
裁
ー
一
九
一
」
お
よ
び
「
鎮
裁
－
一
九
六
」
で
あ
る
。

　
い
ま
、
こ
の
ケ
ー
ス
の
一
つ
と
し
て
、
「
鎮
裁
ー
＝
五
」
を
例
示
し
て
お
く
。
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【
史
料
五
】

　
　
河
上
杜
雑
掌
輝
勝
與
赤
自
三
郎
藏
人

　
右
、
就
訴
陳
状
、
擬
有
其
沙
汰
之
庭
、

　
法
師
麓
女
子
藤
原
氏
相
論
當
杜
一
切
経
會
免
田
小
柳
田
地
七
段
三
丈
神
役
事
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ー
I
l
l

今
年
入
月
二
日
爾
方
和
与
詑
、
如
氏
女
状
者
、
雑
掌
則
彼
神
役
者
、
毎
年
米
三
斜
也
、
善
願
女
子
藤

原
氏
女
封
桿
所
役
之
由
申
之
、
氏
女
亦
任
往
古
之
例
、
銭
三
百
文
外
、
更
無
他
事
、
於
彼
三
百
文
者
、
守
先
例
、
毎
年
無
僻
怠
之
條
、
年
々

返
抄
明
白
之
由
陳
之
、
所
詮
、
且
依
敬
神
之
旨
、

訴
訟
之
儀
、
互
不
可
有
異
論
云
云
、

　
　
元
慮
元
年
十
月
十
六
日

鰍
、

　
　
　
　
且
存
公
平
儀
、
爲
全
將
來
所
役
、
銭
五
百
文
、
不
論
損
否
、

（
訴
人
）

繹
勝
状
子
細
同
前
、
此
上
不
及
異
儀
、
互
守
彼
状
、
可
致
沙
汰
　
者
、

和
与
治
定
之
上
者
、

依
仰
下
知
如
件
、

　
（
北
條
随
時
V

前
遠
江
守
卒
朝
臣

⑥
訴
論
人
の
少
な
く
と
も
一
方
の
和
与
状
の
内
容
は
引
用
さ
れ
て
い
る
も
の
と
推
測
さ
れ
得
る
も
の

都
合
五
通
が
あ
る
。

　
関
東
裁
許
状
で
は
、
「
関
裁
－
二
三
入
」
、
「
関
裁
ー
一

ー
五
三
」
お
よ
び
「
六
裁
－
五
四
」
で
あ
る
。

一
八
九
」
お
よ
び
「
関
裁
－
補
三
八
」
で
あ
る
。

向
後
止

（
花
押
）

該
当
す
る
裁
許
状
は
、

六
波
羅
裁
許
状
で
は
、
「
六
裁

口
訴
論
人
の
い
ず
れ
か
一
方
の
和
与
状
の
内
容
の
み
が
引
用
さ
れ
て
い
る
場
合

⑦
訴
人
の
和
与
状
の
み
が
引
用
さ
れ
て
い
る
も
の
　
　
　
該
当
す
る
裁
許
状
は
、
都
合
四
通
が
あ
る
。

　
関
東
裁
許
状
で
は
、
「
関
裁
－
六
四
」
お
よ
び
「
関
裁
－
二
〇
〇
」
で
あ
る
。
鎮
西
裁
許
状
で
は
、
「
鎮
裁
－
一
〇
三
」
お
よ
び
「
鎮

裁
ー
一
二
入
」
で
あ
る
。
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い
ま
、
こ
の
ケ
ー
ス
の
一
つ
と
し
て
、
「
関
裁
－
六
四
」
を
例
示
し
て
お
く
。

【
史
料
六
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
藤
原
）
　
　
　
　
（
高
井
）

　
　
　
越
後
國
奥
山
庄
預
所
右
近
將
監
尚
成
与
地
頭
兵
衛
三
郎
時
茂
相
論
条
々
、

　
　
一
、
検
注
事
、

　
　
一
、
年
貢
納
法
事
、

　
　
一
、
大
津
問
事
、

　
　
一
、
口
米
事
、

　
　
一
、
地
頭
別
進
井
夫
領
綱
丁
志
不
可
爲
例
事
、

　
　
右
、
条
々
、
錐
逐
封
決
、
尚
成
与
時
茂
令
和
与
畢
、
如
尚
成
去
九
月
廿
七
日
和
与
状
者
、
京
定
御
米
伯
石
艶
鰍
麟
酪
r
眉
・
御
服
［
］
蹴
師
畑
機
、

先
例
依
爲
請
所
、
不
可
有
預
所
入
部
之
状
、
［
］
令
停
止
畢
、
地
頭
志
不
可
爲
例
、
夫
領
綱
丁
以
同
［
］
地
頭
成
和
与
儀
、
申
上
領
家

之
庭
、
被
聞
食
之
由
、
被
仰
畢
、

　
　
仁
治
元
年
十
月
十
日

［
口
目
子
々
孫
々
不
可
有
相
違
云
．
灘
、
者
、
任
彼
状
、
可
致
沙
汰
之
状
、
依
鎌
倉
殿
仰
、
下
知
如
件
、

　
（
北
條
泰
時
）

前
武
藏
守
平
朝
臣

（
花
押
）

⑧
論
人
の
和
与
状
の
み
が
引
用
さ
れ
て
い
る
も
の
　
　
　
該
当
す
る
裁
許
状
は
、

鎮
西
裁
許
状
で
は
、
「
鎮
裁
－
一
〇
六
」
お
よ
び
「
鎮
裁
－
一
六
三
」
で
あ
る
。

い
ま
、
こ
の
ケ
ー
ス
の
一
つ
と
し
て
、
「
鎮
裁
－
一
〇
六
」
を
例
示
し
て
お
く
。

【
史
料
七
】

都
合
二
通
が
あ
る
。
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（
伊
集
院
力
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
院
）

　
上
神
殿
次
郎
太
郎
砧
継
法
師
畿
与
［
］
郡
司
口
継
法
師
灘
相
論
薩
摩
國
伊
集
口
内
山
下
上
神
殿
土
橋
以
下
田
畠
・
屋
敷
・
荒
野
等
事
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
論
人

右
、
就
訴
陳
状
、
擬
有
其
沙
汰
之
庭
、
爾
方
出
和
与
状
詑
、
袈
如
嘉
元
四
年
三
月
十
二
日
迎
念
状
者
、
和
与
、
薩
摩
國
伊
集
院
内
買
地
所
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
祐
繕

田
薗
・
荒
野
等
事
、
迎
念
与
次
郎
太
郎
入
道
殿
錐
番
訴
陳
、
所
詮
、
以
穏
便
之
儀
、
所
令
和
与
也
、
於
田
薗
井
荒
野
等
員
数
者
、
別
注
文
明

白
也
、
傍
任
彼
注
文
之
旨
、
相
互
至
子
々
孫
々
、
無
違
乱
可
被
領
知
、
將
又
上
神
殿
事
、
雌
申
子
細
、
如
此
和
与
上
者
、
向
後
止
之
畢
云
、

　
　
　
　
　
　
（

如
同
日
注
文
者
、
注
進
田
薗
等
事
、
　
一
所
山
下
田
町
四
段
、
　
一
所
五
段
蘇
殿
内
、
　
一
所
六
段
趾
礪
關
、
一
所
参
段
獅
麟
殿
内
、
一
所
威
段
鞘
輝
舳
臨
田

一
所
参
段
珊
綱
培
訥
聡
型
段
、
　
一
所
邊
保
木
萱
段
廿
中
、
　
一
所
薗
・
荒
野
等
事
、

居
薗
、
四
至
、
限
東
堀
、
限
西
常
住
中
垣
根
、
限
南
道
、
限
北
本
垣
根
云
云
、

迎
念
之
庭
、
如
正
和
二
年
十
月
廿
八
日
迎
念
請
文
者
、
迎
砧
申
、
薩
摩
國
伊
集
院
内
買
得
地
和
与
有
無
事
、

役
状
、
謹
下
給
畢
、
迎
念
所
帯
當
院
郡
司
職
以
下
所
領
等
者
、
先
年
之
比
譲
与
子
息
弥
五
郎
宗
継
之
問
、

可
申
子
細
云
云
、
如
同
十
二
月
日
長
賢
状
者
、
迎
砧
具
祀
父
迎
佛
・
租
母
法
阿
及
母
堂
紀
氏
等
状
、

關
東
御
○
文
以
下
謹
跡
、
相
番
三
問
答
訴
陳
畢
、
而
迎
砧
稻
和
与
之
由
、
錐
望
申
御
下
知
、

　
　
　
下

常
念
居
薗
事
、
不
番
訴
陳
之
庭
、
注
載
之
間
、
疑
殆
不
少
、
迎
砧
謀
書
罪
科
顯
然
之
上
者
、

具
書
等
、
可
預
裁
許
云
云
、
於
和
与
之
篇
者
、
迎
念
不
及
異
論
、
寄
事
於
子
息
o
継
、

字
於
注
文
之
由
、
長
賢
錐
申
之
、
書
載
和
与
状
之
上
者
、
不
能
謬
難
、
是
二
、

殆
之
由
、
同
令
申
之
威
、
止
相
論
、
及
和
与
之
時
、
相
加
彼
薗
之
条
、
迎
念
状
文
嫡
焉
之
上
者
、

是
三
、
所
詮
、
就
迎
砧
申
状
、
迎
念
捧
請
文
之
上
者
、
稻
○
和
与
、
轍
難
改
憂
之
間
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
私

者
、
守
迎
念
和
与
状
、
迎
茄
可
令
領
知
也
者
、
依
仰
下
知
如
件
、

　
　
文
保
二
年
三
月
十
二
日

　
一
所
山
下
三
箇
在
荒
野
、
一
所
薩
摩
迫
薗
在
荒
野
、
一
所
常
念

袋
迎
砧
捧
彼
状
等
、
可
被
裁
許
之
由
、
依
令
申
、
被
尋
尋
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
去
七
月
十
二
日
御
教
書
案
井
催

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宗
継
代
官
長
賢
適
令
在
津
之
上
者
、

　
　
　
　
　
　
　
　
構
o
謀
書
、
致
非
訴
之
間
、
迎
念
備
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
如
所
進
注
文
案
者
、
國
郡
之
名
字
不
載
之
上
、

　
　
　
　
　
和
与
有
無
事
、
非
信
用
之
限
、
早
績
整
本
訴
陳

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
無
睨
力
）
　
　
　
　
（
ご

　
　
　
擬
令
改
憂
之
条
、
非
葺
曲
敦
、
是
。
、
次
不
載
國
郡
名

宗次
常
念
薗
事
、
不
番
訴
陳
之
庭
、
載
和
与
注
文
之
条
、
有
疑

　
　
　
　
　
　
　
不
及
其
難
之
旨
、
迎
砧
所
申
不
乖
理
致
歓
、

　
　
宗
継
申
状
非
沙
汰
之
限
、
然
則
、
於
彼
田
畠
・
荒
野
等

　
（
北
條
随
時
）

遠
江
守
平
朝
臣
御
判
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⑨
訴
人
に
よ
る
避
文
あ
る
い
は
請
文
な
ど
が
引
用
さ
れ
て
い
る
も
の
　
　
　
該
当
す
る
裁
許
状
は
、
都
合
五
通
が
あ
る
。

　
関
東
裁
許
状
で
は
、
「
関
裁
－
一
四
〇
」
お
よ
び
「
関
裁
－
補
三
五
」
で
あ
る
。
鎮
西
裁
許
状
で
は
、
「
鎮
裁
－
二
四
」
、
「
鎮
裁
－
二

六
」
お
よ
び
「
鎮
裁
ー
五
一
」
で
あ
る
。

　
い
ま
、
こ
の
ケ
ー
ス
の
一
つ
と
し
て
、
「
関
裁
－
一
四
〇
」
を
例
示
し
て
お
く
。

【
史
料
八
】

　
駿
河
彦
四
郎
有
政
与
姉
卒
氏
娚
弥
、
相
論
亡
父
時
賢
遺
領
武
藏
國
比
企
郡
南
方
石
坂
郷
内
田
・
在
家
事
、

右
、
就
訴
陳
状
、
欲
有
其
沙
汰
之
威
、
如
有
政
去
年
十
二
月
廿
六
日
避
状
者
、
任
女
子
等
所
帯
譲
状
、
可
去
与
云
々
、
袋
如
氏
女
所
進
建
長

六
年
八
月
廿
四
日
・
文
永
八
年
九
月
十
日
譲
状
者
、
石
坂
郷
内
恵
加
佐
次
郎
在
家
・
同
田
壼
町
五
段
・
右
衛
門
太
郎
在
家
・
同
田
萱
町
云
々

者
、
任
彼
状
、
向
後
無
違
乱
可
令
領
知
之
状
、
依
鎌
倉
殿
仰
、
下
知
如
件
、

　
　
建
治
三
年
正
月
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
北
條
義
政
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
武
藏
守
平
朝
臣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
北
條
時
宗
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
相
模
守
平
朝
臣
（
花
押
）

　
⑩
論
人
に
よ
る
避
文
あ
る
い
は
請
文
な
ど
が
引
用
さ
れ
て
い
る
も
の
　
　
　
該
当
す
る
裁
許
状
は
、
都
合
七
通
が
あ
る
。

　
関
東
裁
許
状
で
は
、
「
関
裁
－
一
〇
八
」
お
よ
び
「
関
裁
－
二
九
七
」
で
あ
る
。
六
波
羅
裁
許
状
で
は
、
「
六
裁
－
四
二
」
お
よ
び
「
六

裁
－
四
三
」
で
あ
る
。
鎮
西
裁
許
状
で
は
、
「
鎮
裁
－
二
二
」
、
「
鎮
裁
－
四
四
」
お
よ
び
「
鎮
裁
ー
一
〇
一
」
で
あ
る
。

　
い
ま
、
こ
の
ケ
ー
ス
の
一
つ
と
し
て
、
「
六
裁
－
四
二
」
を
例
示
し
て
お
く
。

【
史
料
九
】
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府
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5

1

（
異
筆
）

「
南
部
庄
自
正
安
三
年
至
嘉
元
三
年
年
貢
未
進
御
下
知
状
」

高
野
山
蓮
花
乗
院
學
侶
等
申
、
紀
伊
國
南
部
庄
地
頭
代
助
顯
不
弁
寺
用
由
事
、

右
、
就
學
侶
等
之
訴
、
有
其
沙
汰
之
虜
、
如
去
月
廿
二
日
助
顯
状
者
、
季
貢
未
進
事
、
於
員
数
者
、
錐
参
差
之
子
細
候
、
未
進
之
条
者
勿
論

候
、
傍
可
遂
結
解
云
々
者
、
助
顯
出
承
伏
状
之
上
者
、
任
申
請
、
可
被
遂
結
解
之
由
、
可
預
許
之
旨
、
學
侶
等
所
申
有
其
謂
敦
、
然
則
、
於

自
正
安
三
年
迄
嘉
元
三
年
之
季
貢
者
、
逐
結
解
、
可
究
濟
干
學
侶
等
之
状
、
下
知
如
件
、

　
　
徳
治
二
年
季
十
二
月
廿
四
日

　
（
金
澤
貞
顕
）

越
後
守
平
朝
臣
（
花
押
）

日
主
に
和
与
の
成
立
し
た
事
実
あ
る
い
は
訴
論
人
に
よ
っ
て
和
与
状
が
幕
府
裁
判
所
に
提
出
さ
れ
た
事
実
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合

（
⑪
）
　
　
　
該
当
す
る
裁
許
状
は
、
都
合
二
十
三
通
が
あ
る
。

　
関
東
裁
許
状
で
は
、
「
関
裁
－
五
八
」
、
「
関
裁
ー
九
〇
」
、
「
関
裁
ー
九
一
」
、
「
関
裁
－
九
二
」
、
「
関
裁
－
一
二
五
」
、
「
関
裁
－
補
一

入
」
、
「
関
裁
－
一
四
七
」
、
「
関
裁
－
補
二
〇
」
、
「
関
裁
l
A
」
、
「
関
裁
・
鎌
遺
二
ニ
ー
一
六
六
七
六
」
、
「
関
裁
－
一
八
〇
」
、
「
関
裁
－

一
八
三
」
、
「
関
裁
－
一
八
七
」
、
「
関
裁
－
一
九
〇
」
お
よ
び
「
関
裁
－
二
〇
八
」
で
あ
る
。

　
六
波
羅
裁
許
状
で
は
、
「
六
裁
ー
一
二
」
、
「
六
裁
－
二
〇
」
、
「
六
裁
－
補
三
」
お
よ
び
「
六
裁
－
二
六
」
で
あ
る
。

　
鎮
西
裁
許
状
で
は
、
「
鎮
裁
－
八
」
、
「
鎮
裁
－
九
」
、
「
鎮
裁
ー
一
六
」
お
よ
び
「
鎮
裁
－
一
〇
四
」
で
あ
る
。

　
い
ま
、
一
つ
の
ケ
ー
ス
と
し
て
、
「
六
裁
i
二
〇
」
を
例
示
し
て
お
く
。

【
史
料
一
〇
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
俘
頼
廣
）

　
　
　
東
大
寺
領
美
濃
國
茜
部
庄
雑
掌
慶
舜
与
地
頭
代
迎
蓮
相
論
年
貢
絹
百
壼
疋
分
雨
事
、
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右
、
就
訴
陳
状
、
擬
糺
明
之
庭
、
可
爲
四
雨
三
分
之
由
、
去
年
十
二
月
十
四
日
雨
方
出
和
与
状
畢
者
、
早
任
彼
状
、
可
致
沙
汰
之
状
如
件
、

　
　
　
　
弘
安
四
年
二
月
廿
三
日

四
和
与
状
の
引
用
状
況
が
明
ら
か
で
な
い
場
合
（
⑫
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
左
近
將
監
干
朝
臣
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
陸
奥
守
平
朝
臣
（
花
押
）

該
当
す
る
裁
許
状
は
、
「
六
裁
－
補
＝
二
」
の
都
合
一
通
で
あ
る
。

国
そ
の
他

ω
裁
許
状
に
、
和
与
状
の
内
容
が
引
用
さ
れ
る
の
と
同
時
に
、
当
該
訴
訟
の
経
過
に
つ
い
て
も
引
用
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
当
該
訴
訟

お
よ
び
和
与
に
対
す
る
裁
判
所
に
よ
る
判
断
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の

　
訴
訟
の
経
過
に
つ
い
て
引
用
さ
れ
て
い
る
裁
許
状
と
し
て
、
関
東
裁
許
状
で
は
、
「
関
裁
ー
九
二
」
、
「
関
裁
ー
九
五
」
、
「
関
裁
ー
二

六
八
」
の
都
合
三
通
が
見
え
る
。
六
波
羅
裁
許
状
で
は
、
「
六
裁
－
二
五
」
の
都
合
一
通
が
見
え
る
。
鎮
西
裁
許
状
で
は
、
「
鎮
裁
－
一

＝
二
」
、
「
鎮
裁
－
一
六
三
」
の
都
合
二
通
が
見
え
る
。

　
ま
た
、
裁
判
所
に
よ
る
判
断
内
容
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
、
「
関
裁
－
二
一
二
九
」
の
都
合
一
通
が
見
え
る
。

②
六
波
羅
探
題
あ
る
い
は
鎮
西
探
題
に
よ
っ
て
関
東
へ
訴
訟
が
移
管
さ
れ
た
後
に
和
与
が
成
立
し
た
事
実
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
た
り
、

あ
る
い
は
そ
れ
ぞ
れ
の
裁
判
所
に
お
い
て
和
与
が
成
立
し
た
の
ち
に
、
関
東
に
お
い
て
認
可
裁
許
状
が
下
付
さ
れ
た
事
実
が
明
ら
か
に

な
る
も
の

　
六
波
羅
探
題
に
よ
る
和
与
状
の
注
進
が
な
さ
れ
た
ケ
ー
ス
と
し
て
、
「
関
裁
ー
二
〇
一
」
、
「
関
裁
－
二
七
三
」
、
「
関
裁
i
補
三
六
」
、
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「
関
裁
ー
二
七
五
」
、
「
関
裁
i
三
一
七
」
の
都
合
五
通
が
見
え
る
。

　
六
波
羅
探
題
に
よ
っ
て
訴
訟
（
「
訴
陳
」
手
続
）
が
移
管
さ
れ
た
の
ち
に
和
与
が
成
立
し
た
ケ
ー
ス
と
し
て
、
「
関
裁
－
二
＝
二
」
、

「
関
裁
－
二
八
二
」
の
都
合
二
通
が
見
え
る
。
た
だ
し
、
「
関
裁
－
二
八
二
」
で
は
、
訴
陳
の
経
過
に
つ
い
て
判
決
本
文
中
に
は
記
載

さ
れ
ず
、
引
用
さ
れ
た
和
与
状
の
中
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
鎮
西
探
題
に
よ
っ
て
訴
訟
（
「
訴
陳
」
手
続
）
が
移
管
さ
れ
た
の
ち
に
和
与
が
成
立
し
た
ケ
ー
ス
と
し
て
、
「
関
裁
－
補
三
三
」
の
都

合
一
通
が
見
え
る
。

　
守
護
に
よ
っ
て
和
与
状
あ
る
い
は
請
文
等
が
注
進
さ
れ
た
ケ
ー
ス
と
し
て
、
「
関
裁
1
＝
○
」
、
「
関
裁
－
補
三
五
」
、
「
関
裁
－
三

〇
八
」
、
「
関
裁
－
三
〇
九
」
の
都
合
四
通
が
見
え
る
。

　
得
宗
方
に
お
け
る
訴
陳
手
続
の
中
で
和
与
が
成
立
し
、
当
該
和
与
の
認
可
が
幕
府
裁
判
所
に
申
請
さ
れ
た
ケ
ー
ス
と
し
て
、
「
関
裁

－
二
七
一
」
の
都
合
一
通
が
見
え
る
。

㈲
和
与
状
以
外
の
文
書
が
詳
細
に
引
用
さ
れ
て
い
る
も
の

　
例
え
ば
、
「
鎮
裁
－
補
七
」
に
見
え
る
よ
う
に
、
訴
論
人
の
和
与
状
に
加
え
て
、
争
点
に
関
わ
る
重
要
な
証
拠
文
書
と
し
て
譲
状
が

詳
細
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。

　
他
方
、
和
与
の
成
立
し
た
経
緯
に
つ
い
て
は
裁
許
状
の
本
文
の
冒
頭
に
「
右
、
就
訴
陳
状
、
欲
有
其
沙
汰
之
庭
、
（
○
月
○
日
）
爾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
　

方
（
相
互
）
出
和
与
状
畢
」
と
簡
明
に
記
さ
れ
る
だ
け
の
場
合
が
一
般
的
で
あ
り
、
和
与
状
の
原
文
の
中
に
は
訴
訟
経
過
の
記
載
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
ケ
ー
ス
も
見
ら
れ
る
も
の
の
、
裁
許
状
の
判
決
文
中
に
訴
訟
経
過
が
詳
細
に
記
載
さ
れ
る
ケ
ー
ス
は
あ
ま
り
み
ら
れ
な
い
。
参
考
ま

で
に
、
裁
許
状
の
中
に
訴
訟
経
過
が
記
載
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
挙
げ
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
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第
一
に
、
前
訴
に
お
け
る
論
人
に
よ
っ
て
越
訴
（
再
審
理
手
続
請
求
）
の
な
さ
れ
た
後
、
和
与
が
成
立
し
た
ケ
ー
ス
「
関
裁
ー
補
三

七
」
で
は
、
使
節
の
派
遣
さ
れ
る
前
に
和
与
が
成
立
し
た
状
況
が
読
み
取
れ
る
。

　
第
二
に
、
前
訴
に
お
け
る
論
人
に
よ
っ
て
覆
勘
手
続
の
請
求
が
な
さ
れ
た
後
、
再
審
理
手
続
の
進
行
中
に
和
与
の
成
立
し
た
ケ
ー
ス

と
し
て
「
六
裁
－
六
二
」
が
見
え
る
。

　
第
三
に
、
和
与
の
成
立
し
た
後
の
認
可
申
請
手
続
の
詳
細
に
つ
い
て
記
載
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
と
し
て
「
六
裁
－
六
八
」
が
見
え
る
。

　
第
四
に
、
和
与
認
可
手
続
に
お
い
て
訴
訟
当
事
者
間
で
当
該
和
与
が
事
実
で
あ
る
の
か
否
か
に
つ
い
て
の
争
わ
れ
た
状
況
を
窺
い
知

る
こ
と
の
で
き
る
も
の
と
し
て
、
「
鎮
裁
－
一
〇
六
」
が
見
え
る
。
こ
れ
は
、
和
与
認
可
手
続
の
一
端
を
垣
間
見
さ
せ
て
く
れ
る
貴
重

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

な
史
料
と
し
て
理
解
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。

2
　
小
括

　
そ
こ
で
、
e
～
四
に
関
す
る
検
討
結
果
に
つ
い
て
、
そ
の
概
観
の
理
解
を
得
る
た
め
に
ま
と
め
た
【
表
一
の
二
ω
】
～
【
表
一
の
二

ω
】
、
お
よ
び
②
の
タ
イ
プ
の
連
署
和
与
状
に
関
す
る
年
代
別
分
布
を
示
し
た
前
掲
【
表
一
の
一
】
に
基
づ
い
て
、
若
干
の
検
討
を
行

っ
て
お
き
た
い
。

【
表
一
の
二
ω
】
（
関
東
裁
許
状
・
六
波
羅
裁
許
状
・
鎮
西
裁
許
状
に
関
す
る
）

年
　
　
代
　
　
区
　
　
分

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

1

承
久
三
ー
寛
喜
二
（
一
二
二
一
ー
三
〇
）

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1
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1

年
　
　
代
　
　
区
　
　
分

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

2

寛
喜
三
ー
仁
治
元
（
一
二
＝
ニ
ー
四
〇
）

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

1

0

3

仁
治
二
～
建
長
二
（
一
二
四
一
－
五
〇
）

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

建
長
三
～
文
慮
元
（
一
二
五
一
－
六
〇
）

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

4

0

5

弘
長
元
ー
文
永
七
（
一
二
六
一
－
七
〇
）

1

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

6

文
永
八
ー
弘
安
三
（
一
二
七
一
i
入
○
）

0

0

2

0

0

0

0

0

1

0

3

0

7

弘
安
四
～
正
磨
三
（
一
二
八
一
－
九
〇
）

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

6

0

8

正
庶
四
ー
正
安
二
（
一
二
九
一
1
＝
二
〇
〇
）

1

1

1
3

2

1

0

1

0

0

0

7

0

9

正
安
三
ー
延
慶
三
（
＝
二
〇
一
－
一
〇
）

4

3

4

4

2

1

0

0

2

3

2

0

1
0磨
長
元
ー
元
磨
二
（
＝
一
二
一
－
二
〇
）

1
3

4

2

7

2

2

1

1

2

2

0

0

1
1
一
兀
亨
一
兀
ー
一
兀
徳
｝
二
　
（
一
＝
一
二
一
ー
一
二
〇
）

7

6

0

7

1
3

2

1

1

0

0

0

0

1
2
元
弘
元
・
元
徳
三
～
元
弘
三
・
正
慶
二
（
一
三
三
一
－
三
三
）

2

1

0

2

1

0

0

0

0

1

0

0

総
　
　
　
　
　
　
　
計

2
6

1
5

2
4

2
3

1
9

5

4

2

5

7

2
2

1

【
表
一
の
二
②
】
（
関
東
裁
許
状
に
関
す
る
）

年
　
　
代
　
　
区
　
　
分

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

1

承
久
三
～
寛
喜
二
（
＝
一
二
一
ー
三
〇
）

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



1
0

1鋼蜘

α
号

剃蜷剃
論理政

法

年
　
　
代
　
　
区
　
　
分

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

2

寛
喜
三
～
仁
治
元
（
一
二
三
一
ー
四
〇
）

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

1

0

3

仁
治
二
ー
建
長
二
（
一
二
四
一
－
五
〇
）

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

建
長
三
～
文
磨
元
（
＝
一
五
一
－
六
〇
）

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

3

0

5

弘
長
元
～
文
永
七
（
一
二
六
一
ー
七
〇
）

1

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

6

文
永
八
～
弘
安
三
（
一
二
七
一
－
八
〇
）

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

3

0

7

弘
安
四
ー
正
磨
三
（
＝
一
八
一
－
九
〇
）

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

0

8

正
慮
四
！
正
安
二
（
一
二
九
一
－
一
三
〇
〇
）

0

2

8

1

1

0

1

0

0

0

3

0

9

正
安
三
ー
延
慶
三
（
＝
二
〇
一
－
一
〇
）

2

1

1

2

1

1

0

0

0

0

0

0

1
0
磨
長
元
～
元
磨
二
（
＝
二
一
一
－
二
〇
）

6

3

2

2

1

0

0

0

1

0

0

0

1
1
元
亨
元
！
元
徳
二
（
＝
二
一
＝
1
三
〇
）

1

3

0

2

4

2

0

0

0

0

0

0

1
2
元
弘
元
・
元
徳
三
ー
元
弘
三
・
正
慶
二
（
＝
≡
ニ
ー
三
三
）

0

1

0

1

1

0

0

0

0

1

0

0

総
　
　
　
　
　
　
　
計

1
0

1
0

1
4

9

8

3

2

0

2

2

1
4

0

【
表
一
の
二
㈲
】
（
六
波
羅
裁
許
状
に
関
す
る
）

年
　
　
代
　
　
区
　
　
分

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

1

承
久
三
！
寛
喜
二
（
＝
＝
＝
1
三
〇
）

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



棚晒髄戴猫調刷
引

の状与和
掲捌

に

状許裁可認与
和

の
府

幕倉鎌1
1

1

年
　
　
代
　
　
区
　
　
分

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

2

寛
喜
＝
了
仁
治
元
（
一
二
三
一
－
四
〇
）

0

0

0

1

0

0

1

0

0

0

1

0

3

仁
治
二
～
建
長
二
（
一
二
四
一
－
五
〇
）

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4
建
長
三
～
文
磨
元
（
一
二
五
一
－
六
〇
）

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

3

0

5

弘
長
元
ー
文
永
七
（
＝
一
六
一
－
七
〇
）

1

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

6

文
永
八
ー
弘
安
三
（
一
二
七
一
－
八
〇
）

0

0

1

0

0

0

0

0

1

0

3

0

7

弘
安
四
～
正
磨
三
（
＝
一
八
一
－
九
〇
）

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

8

正
慮
四
ー
正
安
二
（
＝
一
九
一
ー
一
三
〇
〇
）

1

0

5

0

0

0

0

0

0

0

2

0

9

正
安
三
～
延
慶
三
（
＝
二
〇
一
i
一
〇
）

1

2

3

2

0

0

0

0

0

2

0

0

1
0
磨
長
元
～
元
磨
二
（
＝
二
一
一
－
二
〇
）

3

1

0

1

0

2

0

0

0

0

0

0

1
1
一
兀
古
了
一
兀
ー
一
兀
値
聖
一
　
（
一
一
二
二
一
－
一
二
〇
）

2

3

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1
2
元
弘
元
・
元
徳
三
ー
元
弘
三
・
正
慶
二
（
一
三
三
一
－
三
三
）

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

総
　
　
　
　
　
　
　
計

6

6

1
0

4

0

2

0

0

0

2

4

1

【
表
一
の
二
ω
】
（
鎮
西
裁
許
状
に
関
す
る
）

年
　
　
代
　
　
区
　
　
分

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

1

承
久
三
～
寛
喜
二
（
一
二
一
＝
1
三
〇
）

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊



1
2

1
匂㎜O

号

勉捲郷
論理政

法

年
　
　
代
　
　
区
　
　
分

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

2

寛
喜
三
～
仁
治
元
（
一
二
＝
ニ
ー
四
〇
）

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

3

仁
治
二
～
建
長
二
（
一
二
四
一
－
五
〇
）

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

4

建
長
三
～
文
慮
元
（
一
二
五
一
－
六
〇
）

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

5

弘
長
元
～
文
永
七
（
一
二
六
一
－
七
〇
）

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

6

文
永
入
ー
弘
安
三
（
一
二
七
一
ー
八
〇
）

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

7

弘
安
四
～
正
磨
三
（
一
二
入
一
－
九
〇
）

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

8

正
磨
四
～
正
安
二
（
＝
一
九
一
－
一
三
〇
〇
）

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

2

0

9

正
安
三
～
延
慶
三
（
＝
二
〇
一
－
一
〇
）

1

0

0

0

1

0

0

0

2

1

2

0

1
0
磨
長
元
ー
元
磨
二
（
＝
一
二
一
－
二
〇
）

4

0

0

5

2

0

1

1

1

2

0

0

1
1
一
兀
古
Z
兀
ー
一
兀
徳
二
　
（
一
一
二
二
一
－
一
二
〇
）

4

0

0

3

8

0

1

1

0

0

0

0

1
2
元
弘
元
・
元
徳
三
～
元
弘
三
・
正
慶
二
（
一
三
三
一
－
三
三
）

2

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

総
　
　
　
　
　
　
　
計

1
0

0

0

1
0

1
1

0

2

2

3

3

4

0

　
ま
ず
は
じ
め
に
、
和
与
認
可
裁
許
状
に
和
与
状
の
引
用
さ
れ
る
際
の
タ
イ
プ
に
つ
い
て
い
え
ば
、
①
～
⑤
の
タ
イ
プ
の
採
ら
れ
る
こ

と
の
多
い
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
（
【
表
一
の
二
ω
】
）
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
和
与
を
認
可
す
る
裁
許
状
に
は
、
訴
訟
両
当
事

者
に
よ
る
和
与
状
の
内
容
を
程
度
の
差
は
あ
れ
、
可
能
な
限
り
具
体
的
な
形
で
引
用
さ
れ
る
ケ
ー
ス
の
多
か
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
得

る
で
あ
ろ
う
。



枷晒e髄戴褐瑚鳳砺
状与

和

掲捌
に

状許裁可認与
和

の
府幕

倉鎌1
3

1

　
な
ら
ば
、
か
よ
う
な
タ
イ
プ
の
和
与
認
可
裁
許
状
が
鎌
倉
時
代
を
通
じ
て
一
般
的
で
あ
っ
た
の
か
否
か
と
い
え
ば
、
必
ず
し
も
そ
う

で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
④
あ
る
い
は
⑦
の
タ
イ
プ
の
よ
う
な
一
方
当
事
者
に
よ
る
和
与
状
の
内
容
を
中
心
に
引
用
す
る
も
の
、
あ
る

い
は
、
⑪
の
タ
イ
プ
の
よ
う
に
和
与
の
事
実
や
取
意
文
を
簡
略
的
に
記
載
す
る
形
式
を
採
る
も
の
が
早
い
時
期
に
現
れ
て
い
る
が
、
こ

の
状
況
と
比
較
対
照
さ
せ
る
意
味
で
も
、
い
ま
、
と
り
わ
け
①
あ
る
い
は
②
の
タ
イ
プ
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
タ
イ
プ
が
事

実
上
の
定
着
を
み
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
は
第
7
～
8
期
以
降
の
こ
と
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
和
与
状
の
形
式
が
個
別
あ
る
い
は

連
署
の
形
式
を
採
る
に
せ
よ
、
裁
許
状
の
中
に
両
通
の
内
容
が
具
体
的
に
引
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
ど
う
や
ら
鎌
倉
時
代
後
期

に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。

　
他
方
で
、
和
与
状
両
通
を
ま
と
め
て
具
体
的
な
内
容
を
示
す
タ
イ
プ
の
③
あ
る
い
は
和
与
の
事
実
や
取
意
文
を
簡
略
的
に
示
す
タ
イ

プ
の
⑪
は
、
鎌
倉
時
代
前
・
中
期
お
よ
び
後
期
の
半
ば
ま
で
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、
幕
末
に
い
た
る
間
に
は
減
少
し
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。　

以
上
よ
り
、
鎌
倉
時
代
後
期
の
和
与
認
可
裁
許
状
で
は
、
訴
訟
両
当
事
者
の
和
与
状
の
内
容
を
詳
細
に
引
用
す
る
傾
向
に
あ
る
こ
と

が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
は
、
④
あ
る
い
は
⑤
の
タ
イ
プ
が
第
8
期
以
降
に
集
中
し
て
現
れ
る
こ
と
と
も
矛
盾
し

な
い
こ
と
を
付
言
し
て
お
き
た
い
。
訴
訟
一
方
当
事
者
に
よ
る
和
与
状
の
引
用
が
省
略
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
省
略
さ
れ
る
方
の

和
与
状
の
内
容
が
、
も
う
一
方
の
和
与
状
の
内
容
と
同
様
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
敢
え
て
明
文
化
す
る
と
い
う
工
夫
が
施
さ
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
次
に
②
の
タ
イ
プ
で
あ
る
連
署
和
与
状
に
つ
い
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
連
署
和
与
状
が
和
与
認
可
裁
許

状
の
中
に
引
用
さ
れ
始
め
る
の
は
第
8
期
に
あ
た
る
が
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
実
は
こ
れ
以
前
の
第
3
期
に
は
連
署
和
与
状
自
体



1
4

1
匂㎜q

号

知捲郷
論理政

法

は
作
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
（
【
表
一
の
一
】
）
。
い
ま
、
連
署
和
与
状
の
実
数
の
時
代
的
推
移
を
見
る
た
め
に
、
「
現
存
連

署
和
与
状
」
と
「
引
用
連
署
和
与
状
」
と
を
あ
わ
せ
る
な
ら
ば
、
第
8
期
以
降
に
急
増
す
る
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が

っ
て
、
第
8
期
以
降
に
は
、
和
与
状
が
作
成
さ
れ
る
場
合
に
は
、
連
署
形
式
の
も
の
が
採
用
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
増
加
し
た
と
い
う
こ
と

が
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
第
8
期
以
降
に
な
る
と
、
連
署
和
与
状
の
作
成
さ
れ
る
ケ
ー
ス
も
増
加
傾
向
に
転
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

和
与
認
可
裁
許
状
の
中
に
も
お
の
ず
と
連
署
和
与
状
が
引
用
さ
れ
る
ケ
ー
ス
も
多
く
な
っ
た
と
い
う
説
明
が
可
能
と
な
ろ
う
。

　
以
上
は
、
和
与
状
を
裁
許
状
に
引
用
す
る
裁
判
所
の
立
場
か
ら
眺
め
た
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
他
方
で
、
和
与
状
を
作
成
す
る
立
場
の

訴
訟
当
事
者
の
側
に
視
点
を
移
す
な
ら
ば
、
や
は
り
、
和
与
の
主
旨
と
し
て
は
同
内
容
の
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ

が
独
自
に
一
通
ず
つ
作
成
し
た
和
与
状
を
相
互
に
交
換
す
る
と
い
う
方
法
に
工
夫
を
加
え
る
べ
く
新
た
な
方
法
が
模
索
さ
れ
て
い
た
の

で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
訴
訟
両
当
事
者
が
、
同
内
容
の
和
与
状
を
同
時
に
作
成
し
、
こ
れ
を
直
ち
に

交
換
す
る
と
い
う
た
め
の
最
善
の
方
法
が
ま
さ
に
、
「
連
署
形
式
」
の
和
与
状
に
求
め
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
相
互
に
連
署
和

与
状
を
作
成
さ
え
す
れ
ば
、
個
別
に
和
与
状
を
作
成
し
た
と
き
に
は
起
こ
り
得
る
と
こ
ろ
の
、
例
え
ば
「
鎮
裁
ー
一
二
八
」
に
見
え
る

よ
う
な
和
与
状
の
交
換
・
認
可
申
請
手
続
に
お
け
る
煩
雑
さ
な
ど
を
回
避
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
来
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ

る
。　

鎌
倉
時
代
後
期
に
は
、
和
与
状
両
通
の
内
容
が
具
体
的
な
形
で
裁
許
状
の
中
に
引
用
さ
れ
る
傾
向
が
強
く
な
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら

か
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
本
稿
冒
頭
に
掲
げ
た
佐
藤
説
に
つ
い
て
も
肯
定
的
な
理
解
が
可
能
と
な
ろ
う
が
、
他
方
で
、
あ
ら
ゆ
る
和

与
状
が
そ
う
で
な
か
っ
た
に
せ
よ
、
「
連
署
形
式
」
の
和
与
状
が
作
成
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
増
加
し
て
い
る
と
い
う
事
実
に
つ
い
て
も
、



枷晒髄戴鍋調鼎
引

の状与
和

褐捌
に

状許裁可認
与

和の
府

幕
倉

鎌1
5

1

あ
わ
せ
て
考
慮
に
入
れ
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
そ
の
他
の
点
に
つ
い
て
蛇
足
的
に
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。
一
つ
に
は
、
六
波
羅
裁
許
状
で
は
、
④
の
タ
イ
プ
は
見
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

る
も
の
の
、
⑤
の
タ
イ
プ
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
、
二
つ
に
は
、
鎮
西
裁
許
状
で
は
、
対
応
す
る
連
署
和
与
状
は
現
存
す
る
が
、
②
の
タ

イ
プ
に
い
う
連
署
和
与
状
の
引
用
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
、
ま
た
、
③
の
タ
イ
プ
も
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
①
あ

る
い
は
④
・
⑤
の
タ
イ
プ
が
一
般
的
に
採
用
さ
れ
得
た
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
註
）

（
1
）
　
「
三
浦
家
文
書
」
徳
治
二
年
五
月
九
日
関
東
御
教
書
（
『
鎌
倉
遺
文
』
三
〇
1
二
二
九
六
四
）
、
傍
線
は
筆
者
に
依
る
。

　
平
子
如
円
与
弟
彦
六
郎
重
有
相
論
、
周
防
國
仁
保
・
多
ミ
艮
庄
等
内
田
畠
事
、
下
知
状
雨
通
欄
輔
紡
如
此
、
早
可
給
彼
輩
也
者
、
依
仰
執
達

　
如
件
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
北
條
宗
宣
）

　
　
　
徳
治
二
年
五
月
九
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
陸
奥
守
　
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
北
條
師
時
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
相
模
守
　
（
花
押
）

　
　
　
　
「
当
事
者
か
ら
幕
府
に
提
出
す
る
和
与
状
に
は
、
担
当
奉
行
二
名
が
「
為
後
証
」
加
判
し
て
下
付
す
る
と
い
う
制
」
（
佐
藤
進
一
、
第
一

　
　
章
（
註
）
（
2
）
所
引
書
、
五
六
頁
）
、
す
な
わ
ち
和
与
状
裏
封
が
見
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
佐
藤
博
士
は
、
鎌
倉
時
代

　
　
後
期
に
な
る
と
、
和
与
状
に
は
裏
封
の
な
さ
れ
る
ケ
ー
ス
が
増
加
す
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
お
ら
れ
る
が
、
幕
府
裁
判
所
の
取
り
扱
っ
た
和

　
　
与
状
に
関
し
て
検
討
を
行
っ
た
結
果
、
筆
者
も
概
ね
首
肯
し
て
い
る
。
八
七
頁
注
（
5
）
所
引
西
村
論
文
（
四
～
四
三
頁
）
の
参
照
を
乞
い

　
　
た
い
。
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（
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（
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「
関
裁
ー
補
一
九
」
、
「
関
裁
ー
二
一
四
」
お
よ
び
「
鎌
遺
三
二
ー
二
四
九
六
〇
」
は
そ
れ
ぞ
れ
「
関
裁
－
一
四
七
」
、
「
関
裁
－
二
＝
二
」

お
よ
び
「
鎮
裁
－
六
九
」
と
重
複
す
る
文
書
と
し
て
理
解
し
、
分
類
の
対
象
に
は
入
れ
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
検
討
対
象
の
裁
許
状
の

総
数
は
一
五
七
通
と
な
る
。

裁
許
状
の
事
書
か
ら
訴
人
お
よ
び
論
人
を
読
み
と
る
場
合
の
原
則
な
ど
に
つ
い
て
は
、
近
藤
成
一
「
鎌
倉
幕
府
裁
許
状
の
事
書
に
つ
い
て
」

（
皆
川
完
一
編
『
古
代
中
世
史
料
学
の
研
究
』
下
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
八
年
）
を
参
照
の
こ
と
。
な
お
、
以
下
分
類
・
整
理
を
試
み
た

際
に
、
そ
の
典
型
の
一
つ
と
し
た
裁
許
状
を
掲
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
の
際
、
和
与
状
の
引
用
部
分
に
は
、
傍
線
を
付
し
、
ま
た
、
訴
論

人
の
区
別
を
示
し
た
。

　
連
署
和
与
状
に
つ
い
て
は
、
ω
訴
論
人
の
連
署
加
判
に
よ
る
も
の
、
②
一
方
当
事
者
側
の
数
名
が
連
署
し
て
作
成
し
た
も
の
（
他
方
当
事

者
に
よ
る
加
署
判
は
行
わ
れ
て
い
な
い
）
と
い
う
理
解
が
可
能
と
な
ろ
う
が
、
本
稿
で
は
、
ω
の
形
式
に
よ
る
も
の
を
連
署
和
与
状
と
し
て

取
り
扱
う
こ
と
に
し
た
い
。

　
こ
こ
で
分
類
し
た
よ
う
な
、
連
署
和
与
状
を
引
用
す
る
タ
イ
プ
の
和
与
認
可
裁
許
状
で
は
、
一
通
の
連
署
和
与
状
の
内
容
が
詳
細
に
引
用

さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
い
ま
例
示
し
た
裁
許
状
で
は
、
雑
掌
・
地
頭
代
に
よ
る
連
署
和
与
状
一
通
の
内
容
と
同
時
に
、
和
与
の
内

容
を
確
実
に
履
行
す
る
こ
と
を
約
す
旨
を
記
し
た
地
頭
代
に
よ
る
「
請
文
」
も
が
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。

通
常
な
ら
ば
、
和
与
の
成
立
に
と
も
な
い
、
連
署
和
与
状
を
訴
訟
当
事
者
そ
れ
ぞ
れ
が
保
管
す
る
こ
と
で
事
足
り
得
た
こ
と
に
な
る
が
、
こ

の
ケ
ー
ス
で
は
、
さ
ら
に
、
地
頭
代
が
雑
掌
に
対
し
て
一
方
的
に
請
文
を
提
出
す
る
こ
と
で
一
つ
の
和
与
と
し
て
完
結
し
て
い
る
こ
と
に
な

る
か
ら
で
あ
る
。
地
頭
側
の
年
貢
滞
納
に
帰
因
す
る
こ
の
種
の
訴
訟
で
は
、
実
質
的
に
は
地
頭
代
に
よ
る
雑
掌
に
対
す
る
請
文
一
通
で
和
与

が
成
立
し
得
る
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
連
署
和
与
状
を
互
い
に
作
成
し
た
上
で
、
雑
掌
が
あ
え
て
地
頭
代
の
請
文
を
受
け
取
っ
て
い
る
の
は
、
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（
6
）

（
7
）

連
署
和
与
状
に
よ
っ
て
相
互
間
で
契
約
内
容
を
確
認
し
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
す
る
と
と
も
に
、
請
文
に
よ
っ
て
不
利
な
立
場
に
あ
る
地
頭
代

に
対
し
て
契
約
内
容
の
履
行
を
強
制
す
る
た
め
で
も
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
和
与
認
可
の
対
象
と
し
て
、
和
与
状
の

み
な
ら
ず
請
文
も
が
そ
の
対
象
と
さ
れ
得
た
こ
と
は
、
訴
訟
当
事
者
間
に
成
立
し
た
和
与
の
状
況
を
そ
の
ま
ま
の
形
で
裁
判
所
が
認
め
て
い

た
と
い
う
推
測
を
よ
り
一
層
可
能
と
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
地
頭
代
・
雑
掌
に
よ
る
連
署
和
与
状
が
作
成
さ
れ
な
が
ら
も
（
『
鎌
遺
』
一
九
－
一
四
一
二
四
）
、
こ
れ
を
認
可

す
る
裁
許
状
（
「
六
裁
i
二
〇
」
）
で
は
当
該
和
与
の
事
実
に
つ
い
て
の
み
触
れ
ら
れ
る
に
止
ま
り
、
和
与
の
履
行
を
約
し
た
地
頭
代
側
の
請

文
（
『
鎌
遺
』
一
九
－
一
四
二
一
五
）
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
事
実
と
も
あ
わ
せ
て
検
討
す
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

訴
訟
当
事
者
が
裁
判
所
に
対
し
て
和
与
の
認
可
を
申
請
す
る
と
き
に
、
和
与
状
の
ほ
か
に
請
文
も
同
時
に
提
出
し
た
場
合
に
は
、
裁
判
所
の

側
と
し
て
は
和
与
状
お
よ
び
請
文
を
認
可
の
対
象
と
し
て
裁
許
状
の
中
に
引
用
し
て
い
た
と
の
推
測
も
可
能
で
あ
ろ
う
し
、
あ
る
い
は
か
り

に
そ
の
よ
う
な
場
合
で
あ
っ
て
も
、
鎌
倉
時
代
の
後
期
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
提
出
さ
れ
た
文
書
の
詳
細
な
引
用
は
な
さ
れ
得
な
い
と
の
推
測

も
可
能
と
な
ろ
う
。
「
六
裁
－
二
〇
」
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
い
え
ば
、
筆
者
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
前
者
の
説
明
を
も
と
に
、
そ
も
そ
も

地
頭
代
の
請
文
が
裁
判
所
に
提
出
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
の
印
象
を
抱
い
て
い
る
。

　
本
所
領
家
と
御
家
人
と
の
間
の
訴
訟
処
理
が
多
い
こ
と
に
よ
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
次
注
（
7
）
を
も
参
照
。

　
い
ま
、
こ
の
事
実
が
意
味
す
る
点
に
つ
い
て
詳
論
を
展
開
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
や
は
り
、
六
波
羅
探
題
そ
れ
自
体
の
性
格
と
期
待
さ
れ

て
い
た
訴
訟
処
理
機
能
と
の
問
題
を
避
け
て
通
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
い
ま
、
本
所
領
家
と
地
頭
御
家
人
間
の
訴
訟
に
お

い
て
連
署
和
与
状
の
作
成
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
を
見
る
な
ら
ば
、
関
東
裁
許
状
で
十
五
件
、
六
波
羅
裁
許
状
で
九
件
、
鎮
西
裁
許
状
で
一
件

の
総
計
二
十
五
件
で
あ
る
と
い
う
事
実
は
、
連
署
和
与
状
の
作
成
さ
れ
た
ケ
ー
ス
の
総
数
が
二
十
九
件
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
連
署
和



1
8

1
翁㈱G

号

知捲郷
論理政

法

（
8
）

（
9
）

与
状
は
本
所
領
家
対
地
頭
御
家
人
間
の
訴
訟
で
多
用
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
六
波

羅
探
題
で
は
本
所
領
家
と
地
頭
御
家
人
と
の
相
論
が
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
事
実
と
を
併
せ
て
考
え
る
な
ら
ば
、
六
波
羅
探
題

の
取
り
扱
う
和
与
認
可
の
対
象
と
な
る
和
与
状
は
や
は
り
連
署
形
式
の
も
の
が
割
合
的
に
多
く
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
印
象
を
筆

者
は
抱
い
て
い
る
。

　
和
与
に
お
け
る
分
文
の
内
容
が
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
ケ
ー
ス
も
含
め
る
こ
と
に
し
た
。

　
「
六
裁
－
六
八
」
（
次
掲
史
料
）
あ
る
い
は
「
六
裁
－
補
八
」
で
は
、
通
常
で
は
裁
許
状
の
本
文
の
冒
頭
に
記
載
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
文

言
が
、
ま
ず
、
本
文
に
和
与
状
の
内
容
が
引
用
さ
れ
た
の
ち
に
、
本
文
の
後
半
末
尾
に
記
載
さ
れ
て
い
る
と
い
う
形
式
を
採
る
珍
し
い
ケ
ー

ス
で
あ
る
。

【
史
料
】

　
　
東
寺
勧
學
會
新
所
安
藝
國
三
田
郷
雑
掌
行
胤
与
當
郷
惣
領
地
頭
市
河
又
五
郎
入
道
行
心
代
頼
行
相
論
年
貢
・
所
務
・
検
注
以
下
事
、

　
右
、
如
去
八
月
廿
七
日
爾
方
連
暑
状
者
、
右
、
當
郷
者
、
爲
勧
學
新
所
、
御
寄
附
當
寺
以
後
、
云
所
務
、
云
年
貢
、
地
頭
令
抑
留
之
由
、

　
雑
掌
訴
之
、
地
頭
亦
無
抑
留
儀
之
子
細
陳
之
、
伍
番
一
問
答
之
訴
陳
、
雨
方
以
和
与
之
儀
、
相
互
所
止
訴
訟
也
、
然
則
、
於
向
後
者
、
止

　
惣
強
以
下
雑
掌
入
部
所
務
、
爲
地
頭
一
円
請
所
、
以
毎
年
拾
試
貫
銭
貨
、
爲
地
頭
沙
汰
、
十
二
月
中
可
運
迭
干
寺
家
、
更
々
不
可
有
不
法

　
慨
怠
、
若
背
此
状
、
過
約
月
、
致
未
進
封
桿
者
、
破
請
所
之
儀
、
雑
掌
直
可
致
所
務
云
々
、
而
如
學
頭
頼
寳
法
印
同
月
廿
八
日
状
者
、
和
与

　
状
進
之
、
子
細
見
朕
云
々
、
如
行
心
子
息
行
氏
同
七
月
廿
三
日
状
者
、
可
和
与
之
由
、
申
合
代
官
頼
行
畢
、
且
親
父
行
心
可
進
上
學
状
之

　
威
、
多
年
中
風
所
勢
之
間
、
行
氏
言
上
云
々
者
、
就
訴
陳
状
、
擬
有
其
沙
汰
之
威
、
和
与
之
上
、
不
及
異
儀
欺
、
然
者
、
任
彼
状
、
相
互

　
可
致
沙
汰
之
状
、
下
知
如
件
、
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1

（
1
0
）

（
1
1
）

（
1
2
）

　
嘉
暦
二
年
後
九
月
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
常
葉
範
貞
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
越
後
守
干
朝
臣
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
金
澤
貞
將
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
武
藏
守
卒
朝
臣
（
花
押
）

　
例
え
ば
、
「
六
裁
－
六
四
」
で
は
、
訴
論
人
そ
れ
ぞ
れ
が
別
個
に
訴
訟
を
提
起
し
て
い
た
が
、
双
方
に
よ
る
訴
訟
手
続
が
併
合
さ
れ
た
の

ち
、
訴
訟
手
続
の
進
行
中
に
和
与
が
成
立
し
た
事
実
を
読
み
取
れ
る
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は
す
で
に
、
西
村
安
博
「
鎌
倉
幕
府
の
裁
判
に
お
け
る
『
和
与
』
に
つ
い
て
」
（
法
制
史
学
会
第
五
十
一
回

総
会
に
お
け
る
研
究
報
告
、
國
學
院
大
学
、
一
九
九
九
年
四
月
一
〇
日
）
に
お
い
て
採
り
上
げ
た
。

　
こ
の
理
由
に
つ
い
て
は
い
ま
詳
論
す
る
用
意
が
な
い
の
で
、
六
波
羅
裁
許
状
の
性
格
あ
る
い
は
文
書
自
体
の
形
式
の
問
題
と
も
あ
わ
せ
て
、

別
の
機
会
に
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

二
、
裁
許
状
に
お
け
る
和
与
状
の
引
用
実
態
の
一
側
面

　
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
多
く
の
場
合
、
和
与
状
は
和
与
認
可
裁
許
状
に
引
用
さ
れ
て
お
り
、
引
用
の
さ
れ
方
に
つ
い
て
は
い

く
つ
か
の
分
類
が
可
能
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
さ
ら
に
、
和
与
状
が
引
用
さ
れ
る
場
合
に
は
、
和
与
状
の
原
文
に
ど
の
程
度
忠
実
で

あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
。

　
和
与
状
が
裁
許
状
に
引
用
さ
れ
る
場
合
、
当
該
裁
許
状
が
ど
の
程
度
、
和
与
状
の
内
容
に
忠
実
か
つ
精
確
に
引
用
し
て
い
る
か
を
判
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断
す
る
た
め
に
は
、
対
応
す
る
和
与
状
が
現
存
し
て
い
る
場
合
に
限
り
可
能
と
な
る
が
、
こ
の
と
き
に
は
、
和
与
状
の
原
文
と
引
用
さ

れ
て
い
る
部
分
と
を
比
較
対
照
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
引
用
さ
れ
て
い
る
部
分
の
精
確
さ
や
省
略
の
程
度
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
作
業
を
試
み
る
こ
と
こ
そ
、
裁
許
状
に
お
け
る
和
与
状
の
引
用
実
態
を
探
る
た
め
の
有
効
か
つ
最
重
要
な
課
題

だ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
本
稿
で
は
、
か
よ
う
な
課
題
に
迫
り
得
る
一
つ
の
視
点
と
し
て
、
和
与
状
の
事
書
に
つ
い
て
限
定
し
、
和
与
状

が
裁
許
状
に
引
用
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
和
与
状
の
本
文
と
同
様
に
事
書
に
つ
い
て
も
そ
の
ま
ま
の
内
容
で
引
用
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス

が
ど
の
程
度
存
在
す
る
の
か
、
と
い
う
問
題
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
み
た
い
と
思
う
。
裁
許
状
の
中
に
和
与
状
の
事
書
も
が
引
用
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

い
る
こ
と
か
ら
、
直
ち
に
、
和
与
状
の
引
用
の
忠
実
度
あ
る
い
は
精
確
さ
を
判
断
す
る
こ
と
に
は
つ
な
が
ら
な
い
が
、
和
与
状
の
事
書

も
が
引
用
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
の
中
に
は
、
同
時
に
和
与
状
の
本
文
（
作
成
日
付
お
よ
び
作
成
し
た
訴
訟
当
事
者
の
署
判
を
除
く
）
が

忠
実
に
引
用
さ
れ
て
い
る
も
の
の
少
な
く
な
い
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
本
稿
の
試
み
に
よ
っ
て
裁
許
状
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

和
与
状
の
引
用
実
態
に
つ
い
て
の
一
端
を
把
握
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
本
稿
で
は
、
次
の
よ
う
な
作
業
を
行
う
こ
と
に
し
た
い
。

　
第
一
に
、
和
与
状
の
事
書
の
内
容
に
つ
い
て
点
検
す
る
。
さ
ら
に
、
和
与
認
可
裁
許
状
に
引
用
さ
れ
た
和
与
状
の
中
か
ら
で
し
か
そ

の
事
書
を
窺
い
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
場
合
に
お
け
る
和
与
状
と
、
現
存
す
る
和
与
状
と
を
総
合
し
た
上
で
、
こ
れ
を
も
と
に
和
与
状

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
　

の
事
書
の
形
式
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
。
第
二
に
、
裁
許
状
の
中
に
引
用
さ
れ
た
和
与
状
の
事
書
と
和
与
状
原
文
に
お
け
る
事
書
と
の

関
係
を
検
討
す
る
。
第
三
に
、
訴
訟
当
事
者
の
そ
れ
ぞ
れ
が
作
成
し
た
和
与
状
の
両
通
が
判
明
す
る
場
合
に
着
目
し
た
上
で
、
和
与
状

両
通
の
事
書
の
対
応
関
係
を
点
検
し
て
み
る
。



枷晒e謎蛾禍燗脳
引

の状
与和

褐謝
に状許裁可認与

和
の府幕倉鎌2

1

1

（
註
）

（
1
）
　
事
書
の
部
分
の
み
が
省
略
さ
れ
て
、
和
与
状
の
本
文
が
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
引
用
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
場
合
も
い
く
つ
か
見
ら
れ

　
　
る
が
、
本
稿
で
は
原
則
と
し
て
、
「
事
書
」
も
が
引
用
さ
れ
て
い
る
裁
許
状
に
限
っ
て
抽
出
を
試
み
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
和
与
状
引
用
の

　
　
忠
実
度
や
精
確
さ
を
測
り
得
る
他
の
要
素
を
も
視
野
に
い
れ
た
検
討
は
、
本
稿
で
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
他
日
を
期

　
　
し
た
い
。
な
お
、
本
稿
で
採
り
上
げ
る
こ
と
に
な
る
和
与
状
事
書
の
形
式
や
内
容
に
つ
い
て
は
、
和
与
認
可
裁
許
状
の
形
式
や
本
文
構
成
と

　
　
も
あ
わ
せ
て
概
説
が
な
さ
れ
て
い
る
が
（
平
山
前
掲
書
、
一
〇
四
ー
六
頁
）
、
本
稿
で
は
、
和
与
状
が
裁
許
状
に
引
用
さ
れ
る
場
合
の
、
主

　
　
に
「
形
式
上
」
の
変
化
に
つ
い
て
、
平
山
氏
に
よ
る
分
析
を
も
と
に
さ
ら
に
具
体
的
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
参
考
ま
で
に
、
和
与
認
可
裁
許
状
に
対
応
す
る
和
与
状
が
現
存
す
る
場
合
に
限
っ
て
、
和
与
状
原
文
の
本
文
と
裁
許
状
の
本
文
に
引
用
さ

　
　
れ
て
い
る
和
与
状
と
を
突
き
合
わ
せ
て
み
た
結
果
に
つ
い
て
、
記
し
て
お
き
た
い
。
た
だ
し
厳
密
に
校
合
す
る
た
め
の
作
業
ま
で
は
行
い
得

　
　
て
い
な
い
の
で
、
あ
く
ま
で
大
雑
把
な
比
較
検
討
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
。

　
　
　
以
下
に
い
う
和
与
状
の
本
文
と
は
、
和
与
の
内
容
を
詳
細
に
記
載
し
て
い
る
部
分
の
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
「
為
後
代

　
　
之
（
亀
鏡
）
和
与
状
如
件
」
な
ど
の
よ
う
に
、
形
式
的
に
は
和
与
状
の
末
尾
に
据
え
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
書
き
止
め
文
言
の
部
分
を
除
く
も

　
　
の
と
す
る
。

　
ω
　
和
与
状
の
本
文
が
そ
の
ま
ま
引
用
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
ケ
ー
ス

　
　
　
　
「
関
裁
－
三
〇
八
」
・
「
関
裁
－
三
〇
九
」
・
「
関
裁
－
三
一
七
」
（
い
ず
れ
も
連
署
和
与
状
の
引
用
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
で
あ
る
）
、
「
六

　
　
裁
－
三
五
」
、
「
六
裁
－
四
六
」
、
「
六
裁
ー
六
四
」
、
「
六
裁
－
補
一
二
」
、
「
鎮
裁
－
一
〇
六
」
、
「
鎮
裁
－
一
六
三
」
、
「
鎮
裁
ー
一
六
六
」
、
「
鎮

　
　
裁
－
一
七
八
」
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論理政法

　
②
　
若
干
の
省
略
が
見
ら
れ
る
ケ
ー
ス

　
　
　
　
「
関
裁
－
二
〇
〇
」
・
「
関
裁
！
二
七
五
」
・
「
関
裁
i
二
八
六
」
（
以
上
は
、
和
与
状
事
書
の
み
が
省
略
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
で
あ
る
）
、

　
　
　
「
関
裁
－
二
＝
二
」
（
和
与
状
事
書
に
お
け
る
頭
書
の
「
和
与
」
の
み
が
省
略
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
で
あ
る
）
、
「
関
裁
－
三
一
〇
」
、
「
六
裁

　
　
－
六
八
」
、
「
鎮
裁
－
一
七
」
、
「
鎮
裁
－
六
九
」
、
「
鎮
裁
－
一
六
七
」
、
「
鎮
裁
－
補
一
入
」
、
「
鎮
裁
ー
一
八
七
」
、
「
鎮
裁
－
一
九
八
」

　
⑧
　
引
用
さ
れ
た
和
与
状
に
若
干
の
文
言
が
付
加
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス

　
　
　
　
「
鎮
裁
－
一
一
二
」
（
和
与
状
原
文
の
事
書
に
は
記
載
の
な
い
頭
書
の
「
和
与
」
の
語
が
付
加
さ
れ
、
引
用
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
）

　
㈲
　
和
与
状
本
文
に
お
け
る
条
々
事
書
の
み
が
引
用
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス

　
　
　
　
「
関
裁
－
二
〇
二
」
、
「
六
裁
－
一
七
」

　
⑤
　
和
与
状
の
要
点
が
摘
録
（
「
取
栓
」
）
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス

　
　
　
　
「
関
裁
i
六
四
」
、
「
関
裁
l
A
」
、
「
関
裁
－
二
八
二
」
、
「
関
裁
－
二
三
九
」

　
⑥
　
現
存
和
与
状
が
引
用
さ
れ
て
い
な
い
ケ
ー
ス

　
　
　
　
「
関
裁
－
三
二
〇
」
、
「
六
裁
－
補
八
」
、
「
六
裁
－
六
二
」

　
働
　
和
与
状
の
引
用
状
況
を
理
解
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
ケ
ー
ス
（
裁
許
状
の
前
欠
等
に
よ
る
も
の
）

　
　
　
　
「
六
裁
－
補
一
三
」
、
「
鎮
裁
－
一
九
一
」

　
　
　
以
上
の
他
に
、
訴
訟
当
事
者
双
方
の
和
与
状
の
内
容
が
ま
と
め
て
引
用
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
あ
る
い
は
和
与
状
の
趣
旨
あ
る
い
は
和
与
の

　
　
事
実
の
み
が
記
載
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
本
文
に
お
い
て
挙
げ
た
通
り
で
あ
る
。

（
2
）
　
鎌
倉
幕
府
の
裁
許
状
の
事
書
に
つ
い
て
、
そ
の
歴
史
的
な
変
化
や
意
義
に
つ
い
て
、
関
東
裁
許
状
に
素
材
を
限
定
し
て
検
討
さ
れ
た
実
証
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1

（
3
）

的
な
業
績
と
し
て
近
藤
成
一
前
掲
論
文
を
得
て
い
る
。

　
引
用
さ
れ
て
い
る
和
与
状
の
正
文
あ
る
い
は
案
文
が
現
存
す
る
場
合
に
は
当
該
和
与
状
の
記
載
内
容
（
事
書
）
と
引
用
さ
れ
て
い
る
事
書

と
の
相
違
を
点
検
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
他
方
、
当
該
裁
許
状
に
対
応
す
る
和
与
状
の
正
文
あ
る
い
は
案
文
が
と
も
に
現
存
し
な
い
場
合
に

お
い
て
は
、
和
与
状
の
原
文
が
そ
の
ま
ま
引
用
さ
れ
て
い
る
も
の
と
仮
定
し
て
、
引
用
さ
れ
て
い
る
和
与
状
の
事
書
を
抽
出
す
る
こ
と
に
し

た
。

1
　
和
与
状
の
事
書
に
関
す
る
史
料
の
分
類
お
よ
び
整
理

　
そ
も
そ
も
和
与
状
が
ど
の
よ
う
な
事
書
を
も
っ
て
い
る
の
か
を
知
る
た
め
に
は
、
和
与
認
可
裁
許
状
（
正
文
あ
る
い
は
案
文
）
の
中

に
引
用
さ
れ
て
い
る
も
の
を
見
る
か
、
あ
る
い
は
現
存
す
る
和
与
状
（
正
文
あ
る
い
は
案
文
）
を
見
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
そ
こ
で
、
い
ま
、
裁
許
状
中
に
引
用
さ
れ
た
事
書
と
和
与
状
の
事
書
と
の
関
係
を
検
討
す
る
た
め
の
前
提
作
業
を
行
う
た
め
に
、
和

与
認
可
裁
許
状
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
な
分
類
を
施
す
こ
と
に
し
た
い
。

　
①
少
な
く
と
も
訴
論
人
い
ず
れ
か
一
方
の
和
与
状
が
現
存
し
、
な
お
か
つ
裁
許
状
中
に
も
少
な
く
と
も
一
方
の
和
与
状
の
事
書
も

　
　
が
引
用
さ
れ
て
い
る
場
合

　
②
現
存
す
る
和
与
状
か
ら
の
み
、
そ
の
事
書
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
場
合

　
③
裁
許
状
に
引
用
さ
れ
た
和
与
状
の
事
書
に
よ
っ
て
の
み
事
書
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
場
合

　
そ
こ
で
、
①
～
③
の
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
得
ら
れ
る
デ
ー
タ
を
次
に
示
す
こ
と
に
す
る
。
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【
表
二
】
に
関
す
る
凡
例
と
し
て
、
左
に
掲
げ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

㈲
　
和
与
認
可
裁
許
状
に
引
用
さ
れ
た
和
与
状
の
事
書
は
「
＊
（
）
」
と
し
て
引
用
し
た
。

㈲
　
和
与
認
可
裁
許
状
に
引
用
さ
れ
た
和
与
状
の
事
書
あ
る
い
は
現
存
す
る
和
与
状
の
事
書
の
上
に
は
、
作
成
し
た
当
事
者
の
区
別
を
図
る
た
め
に
、

　
訴
人
作
成
の
和
与
状
に
依
拠
す
る
も
の
な
ら
ば
「
訴
」
を
、
論
人
作
成
の
和
与
状
に
依
拠
す
る
も
の
な
ら
ば
「
論
」
を
記
載
し
た
。

◎
　
現
存
す
る
和
与
状
の
事
書
の
上
に
マ
！
ク
し
た
「
※
」
は
連
署
和
与
状
の
こ
と
を
示
す
。
他
方
、
「
●
」
は
当
該
和
与
状
が
正
文
で
あ
る
こ
と

　
を
、
「
○
」
は
当
該
和
与
状
が
案
文
で
あ
る
こ
と
を
そ
れ
ぞ
れ
示
す
も
の
と
す
る
。

㈹
　
　
「
裁
許
状
文
書
形
態
」
の
欄
に
は
、
正
文
H
「
正
」
、
案
文
1
1
「
案
」
と
し
て
記
載
し
た
。

㈲
　
　
「
」
」
は
改
行
を
示
す
も
の
と
す
る
。

㈹
　
訴
訟
当
事
者
お
よ
び
訴
訟
物
（
論
所
）
に
関
す
る
理
解
に
資
す
る
た
め
、
「
裁
許
状
事
書
」
を
あ
わ
せ
て
記
載
し
た
。

e
　
現
存
和
与
状
お
よ
び
裁
許
状
か
ら
知
り
得
る
場
合

　
こ
こ
で
は
、
少
な
く
と
も
訴
論
人
い
ず
れ
か
一
方
の
和
与
状
が
現
存
し
、
な
お
か
つ
裁
許
状
中
に
も
少
な
く
と
も
い
ず
れ
か
一
方
の

和
与
状
の
事
書
が
引
用
さ
れ
て
い
る
場
合
（
①
）
に
つ
い
て
分
類
・
整
理
を
試
み
る
こ
と
に
す
る
。
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1

【
表
二
の
一
】

恥 裁
許
状
文
書
形
態

裁
許
状
典
拠

出
　
　
典

裁
許
状
日
付

1

正
関
裁
－
二
一
三

東
大
寺
文
書

永
仁
　
六
年
　
六
月
一
二
日

2

案
六
裁
ー
三
五

大
友
文
書

正
安
　
二
年
　
八
月
≡
二
日
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㎞ 裁
許
状
文
書
形
態

裁
許
状
典
拠

出
　
　
典

裁
許
状
日
付

3

案
鎮
裁
－
一
七

有
馬
文
書

正
安
　
四
年
　
八
月
一
八
日

4

正
六
裁
－
四
六

山
内
首
藤
文
書

延
慶
　
元
年
一
二
月
二
三
日

5

正
六
裁
i
補
八

九
條
家
文
書

磨
長
　
元
年
　
七
月
　
七
日
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1

漁 裁
許
状
文
書
形
態

裁
許
状
典
　
拠

出
　
　
典

裁
許
状
日
付

6

案
鎮
裁
－
一
〇
六

島
津
家
文
書

文
保
　
二
年
　
三
月
一
二
日

7

案
関
裁
－
二
七
五

高
野
山
文
書

文
保
　
二
年
一
一
月
　
七
日

8

正
鎮
裁
ー
＝
二

河
上
神
杜
文
書

文
保
　
二
年
＝
月
二
五
日



2
8
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号

勉捲剃論理政
法

晦 裁
許
状
文
書
形
態

裁
許
状
典
拠

出
　
　
典

裁
許
状
日
付

9

案
鎮
裁
－
一
二
八

詫
摩
文
書

元
亨
　
三
年
　
三
月
二
五
日

1
0

案
六
裁
－
六
四

吉
川
家
文
書

正
中
　
二
年
　
九
月
　
二
日

1
1

正
関
裁
－
三
〇
八

島
津
家
文
書

正
中
　
二
年
一
〇
月
　
七
日



枷晒髄嶽禍調刷
引

の状
与和
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に

状許裁可認
与

和の府
幕

倉鎌2
9

1

晦 裁
許
状
文
書
形
態

裁
許
状
典
　
拠

出
　
　
典

裁
許
状
日
付

1
2

正
鎮
裁
－
一
六
六

山
田
文
書

正
中
　
二
年
一
〇
月
一
〇
日

1
3

正
関
裁
－
三
〇
九

島
津
家
文
書

正
中
　
二
年
一
〇
月
二
七
日

1
4

正
鎮
裁
－
一
六
七

阿
蘇
家
文
書

嘉
暦
　
元
年
一
二
月
　
五
日



3
0

1
匂㎜G

号
知捲期

論理政
法

恥 裁
許
状
文
書
形
態

裁
許
状
典
拠

出
　
　
典

裁
許
状
日
付

1
5
正

六
裁
－
補
一
二

早
稲
田
大
學
圖
書
館
所
藏
文
書

嘉
暦
　
二
年
　
四
月
二
三
日

1
6

正
鎮
裁
－
一
七
八

河
上
神
杜
文
書

嘉
暦
　
三
年
　
六
月
二
九
日

1
7

正
鎮
裁
－
補
一
八

青
方
文
書

元
徳
　
元
年
　
九
月
二
五
日



柳晒e髄戴％欄馴
引

の状
与和

掲捌
に

状許裁可認
与

和の府幕倉鎌3
1

1

恥 裁
許
状
文
書
形
態

裁
許
状
典
拠

出
　
　
典

裁
許
状
日
付

詫
磨
彦
次
郎
法
師
与
志
（
賀
蔵
人
ヵ
）
法
師
相
論
豊
後
國
大
野
（
庄
志
貿
村
）
領
家
佃
・
権
現
堂

二
段
半
・
赤
（
迫
壼
段
事
ヵ
）

，
　
l
　
O
　
O
　
l
　
l
　
O
　
O
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
「
　
卜
　
，
　
，
　
，
　
■
　
■
　
1
　
9
　
1
　
8
　
1
　
1
　
，
　
，
　
9
　
，
　
1
　
－
　
1
　
8
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
「
　
I
　
I
　
，
　
，
　
幽
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
■
　
l
　
I
　
I
　
I
　
I
　
l
　
匹
　
「
　
l
　
l
　
■
　
■
　
I
　
l
　
■
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
聖

1
8

正
鎮
裁
ー
一
九
一

志
賀
文
書

元
徳
　
二
年
　
三
月
　
五
日

論
＊
（
當
村
佃
事
）

I
　
I
　
l
　
I
　
I
　
l
　
l
　
I
　
l
　
I
　
聖
　
6
　
，
　
1
　
，
　
I
　
I
　
■
　
1
　
■
　
1
　
1
　
じ
　
，
　
，
　
l
　
l
　
O
　
l
　
O
　
l
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
l
　
匹
　
｝
　
，
　
，
　
「
　
，
　
，
　
，
　
1
　
幽
　
l
　
1
　
9
　
1
　
1
　
8
　
，
　
幽
　
■
　
l
　
l
　
l
　
■
　
■
　
■
　
ー
　
ー
　
ー
　
ー
　
■
　
l
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
9
　
1
　
■
　
■
　
■
　
■
　
1
　
8
　
8

訴
●
（
和
）
与
」
．
詫
磨
彦
次
郎
入
道
眞
圓
与
志
賀
藏
人
入
道
正
玄
相
論
、
豊
（
後
國
）

大
野
庄
志
賀
村
領
家
佃
権
現
堂
武
段
半
・
赤
迫
壼
段
砒
渚
器
事

備
後
大
田
庄
雑
掌
良
信
与
當
庄
山
中
横
坂
郷
一
分
地
頭
富
部
又
三
郎
有
冬
相
論
所
務

條
々
事
、

ー
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
l
　
l
　
I
　
I
　
l
　
｝
　
じ
　
1
　
幽
　
I
　
I
　
I
　
■
　
1
　
■
　
I
　
l
　
I
　
璽
　
，
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
■
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
l
　
l
　
，
　
「
　
，
　
，
　
，
　
l
　
l
　
ー
　
ー
　
l
　
l
　
l
　
－
　
I
　
I
　
I
　
1
　
1
　
，
　
，
　
，
　
■
　
l
　
O
　
■
　
l
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
l
　
I
　
l
　
l

1
9

正
関
裁
－
三
一
七

高
野
山
文
書

元
徳
　
三
年
　
四
月
　
七
日

※
＊
（
和
与
高
野
山
大
塔
領
備
後
國
大
田
庄
雑
掌
良
信
与
同
庄
山
中
横
坂
郷
一
分
地
頭
富
部
又
三
郎
有
冬
相
論
年
貢
以
下
所
務
條
々
）

I
　
I
　
l
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
l
　
卜
　
匹
　
臨
　
9
　
9
　
，
　
，
　
1
　
■
　
I
　
l
　
I
　
馳
　
■
　
圏
　
圏
　
■
　
■
　
■
　
ー
　
l
　
l
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
l
　
I
　
I
　
l
　
l
　
匹
　
1
　
，
　
「
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
■
　
－
　
1
　
，
　
，
　
，
　
，
　
，
　
，
　
，
　
1
　
，
　
，
　
，
　
■
　
1
　
■
　
■
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
齢
　
彫
　
1
　
5
　
幽

※
●
和
與
」
高
野
山
大
塔
領
備
後
國
大
田
庄
雑
掌
良
信
與
同
庄
山
中
横
坂
郷
一
分
地
頭

富
部
又
三
郎
有
冬
相
論
年
貢
以
下
所
務
條
々
事

以
上
、
都
合
一
九
例
が
抽
出
さ
れ
た
。

口
　
現
存
和
与
状
か
ら
の
み
知
り
得
る
場
合

　
こ
こ
で
は
、
現
存
す
る
和
与
状
か
ら
の
み
、

そ
の
事
書
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
（
②
）
に
つ
い
て
分
類
・
整
理
を
試
み
る



3
2

1

こ
と
に
す
る
。

【
表
二
の
二
】

勾鵬q
号

剃捲郷
論理政

法

恥 裁
許
状
文
書
形
態

裁
許
状
典
拠

出
　
　
典

裁
許
状
日
付

　
　
　
　
　
　
　
　
裁
　
　
許
　
　
状
　
　
事
　
　
書
I
　
l
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
l
　
o
　
l
　
l
　
l
　
o
　
l
　
o
　
l
　
，
　
，
　
，
　
，
　
齢
　
，
　
，
　
1
　
駈
　
I
　
l
　
l
　
l
　
o
　
o
　
o
　
l
　
o
　
l
　
－
　
1
　
■
　
1
　
，
　
，
　
，
　
，
　
，
　
，
　
I
　
l
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
l
　
I
　
ー
　
■
　
ー
　
■
　
，
　
1
　
，
　
，
　
，
　
，
　
，
　
，
　
匹
　
1
　
，
　
，
　
I
　
l
　
I
　
l
　
l
　
l
　
■
　
ー
　
■
　
■
　
1
　
　
　
　
　
　
　
　
和
　
　
与
　
　
状
　
　
事
　
　
書

1

正
関
裁
－
六
四

山
形
大
學
所
藏
中
條
家
文
書

仁
治
　
元
年
一
〇
月
一
〇
日

2

案

六
裁
－
補
一
三

石
清
水
八
幡
宮
奮
記
抄

賓
治
　
元
年
　
四
月
一
六
日



柚栖e髄餓妬調鼎
引

の状与
和

拓捌
に状許裁可認与

和
の府幕倉鎌3

3

1

漁 裁
許
状
文
書
形
態

裁
許
状
典
拠

出
　
　
典

裁
許
状
日
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
裁
　
　
許
　
　
状
　
　
事
　
　
書
■
　
l
　
l
　
o
　
o
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
，
　
「
　
「
　
，
　
l
　
l
　
l
　
■
　
l
　
I
　
l
　
，
　
，
　
9
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
ー
　
，
　
1
　
「
　
，
　
，
　
，
　
l
　
I
　
■
　
ー
　
ー
　
「
　
1
　
甘
　
匡
　
8
　
●
　
，
　
i
　
■
　
1
　
■
　
■
　
ー
　
■
　
■
　
l
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
圏
　
I
　
I
　
　
　
　
　
　
　
　
　
和
　
　
与
　
　
状
　
　
事
　
　
書

3

正
関
裁
－
九
一

秋
田
藩
採
集
文
書

建
長
　
五
年
　
二
月
一
一
日

4

正
六
裁
－
一
二

東
寺
百
合
文
書

正
元
　
元
年
　
五
月
二
四
日

東
寺
領
伊
豫
國
弓
削
嶋
庄
雑
掌
圓
導
房
明
堕
与
地
頭
小
宮
三
郎
兵
衛
尉
景
行
井
同
左
衛
門
四
郎
茂
忠
相
論
所
務
條
々
和
与
事
、
■
　
■
　
I
　
I
　
I
　
■
　
1
　
■
　
■
　
■
　
l
　
l
　
l
　
I
　
，
　
9
　
1
　
■
　
1
　
■
　
ー
　
l
　
l
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
卜
　
卜
　
圏
　
I
　
I
　
I
　
I
　
l
　
l
　
l
　
1
　
1
　
1
　
，
　
醇
　
1
　
■
　
1
　
■
　
1
　
■
　
■
　
■
　
－
　
l
　
I
　
l
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
l
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
l
　
齢
　
「
　
幽
　
9
　
9
　
1
　
1
　
1
　
世
　
，
　
」
　
，
　
，
　
l
　
l
　
O
　
O
　
■
　
l
　
I
　
I
※
●
伊
豫
國
弓
削
嶋
庄
領
家
与
地
頭
景
行
井
茂
忠
所
務
条
々
和
与
事

5

正
関
裁
－
一
二
五

高
野
山
文
書

文
永
　
九
年
　
正
月
二
〇
日

高
野
山
根
本
大
塔
領
備
後
國
大
田
庄
桑
原
方
預
所
行
誉
・
寺
家
年
預
浮
任
等
与
地
頭
松
熊
丸
代
常
蓮
相
論
所
務
事
、
■
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
■
　
I
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
「
　
匹
　
1
　
，
　
，
　
，
　
，
　
I
　
I
　
■
　
I
　
l
　
｝
　
1
　
，
　
l
　
I
　
I
　
l
l
l
l
l
l
l
I
I
I
I
I
I
I
I
l
l
I
，
駈
1
　
，
　
，
　
，
　
1
　
■
　
■
　
■
　
■
　
ー
　
■
　
■
　
■
　
l
　
l
　
，
　
1
　
圏
　
■
　
ー
　
■
　
l
　
l
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
l
　
I
　
I
　
匹
　
｝
※
●
和
與
」
高
野
山
根
本
大
塔
領
備
後
國
大
田
庄
内
桑
原
方
所
務
條
々
事



3
4

1匂㈱q
号

観捲剃
論理政

法

恥 裁
許
状
文
書
形
態

裁
許
状
典
拠

出
　
　
典

裁
許
状
日
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
裁
　
　
許
　
　
状
　
　
事
　
　
書
9
　
隔
　
9
　
，
　
，
　
「
　
匹
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
l
　
I
　
I
　
■
　
■
　
■
　
I
　
I
　
圏
　
1
　
■
　
「
　
1
　
，
　
「
　
l
　
l
　
I
　
－
　
l
　
l
　
ー
　
ー
　
■
　
1
　
■
　
1
　
圏
　
■
　
圏
　
，
　
1
　
「
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
l
　
I
　
l
　
l
　
l
　
l
　
l
　
I
　
圏
　
圏
　
－
　
陰
　
1
　
5
　
1
　
1
　
1
　
1
　
■
　
I
　
I
　
l
　
■
　
■
　
1
　
圏
　
圏
　
1
　
，
　
，
　
「
　
I
　
I
　
l
　
l
　
I
　
I
　
　
　
　
　
　
　
　
　
和
　
　
与
　
　
状
　
　
事
　
　
書

6

案

関
裁
－
補
一
八

廣
橋
家
文
書

文
永
一
〇
年
一
一
月
一
六
日

法
勝
寺
領
但
馬
國
雀
岐
庄
預
所
道
貞
与
地
頭
太
田
左
術
門
三
郎
政
繕
和
与
中
分
事
、
，
　
1
　
，
　
聖
　
卜
　
5
｝
l
l
l
，
，
，
，
，
　
「
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
　
1
　
1
　
■
　
■
O
l
　
l
　
l
　
l
l
　
，
，
，
，
　
，
　
，
，
l
　
l
l
O
　
l
，
，
，
l
l
l
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
I
I
1
1
0
0
0
0
0
0
　
9
　
1
，
，
　
l
　
l
　
，
　
9
　
，
　
I
　
I
　
l
　
l
l
　
O
l
　
l
l
論
○
法
勝
寺
御
領
但
馬
國
雀
岐
庄
領
家
御
方
与
地
頭
方
中
分
事

7

正
関
裁
ー
一
三
九

田
代
文
書

建
治
　
二
年
　
八
月
二
五
日

伊
佐
掃
部
助
有
信
代
有
玄
与
同
八
郎
有
政
代
浮
心
相
論
陸
奥
國
泉
田
村
内
紀
藤
太
屋
敷
壼
宇
・
田
萱
町
・
同
村
内
清
平
入
道
屋
敷
畠
井
用
水
溝
代
事
、
l
　
l
　
■
　
1
　
■
　
1
　
，
　
，
　
，
　
，
　
「
　
l
　
l
　
l
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
l
　
l
　
■
　
1
　
■
　
1
　
■
　
1
　
■
　
I
　
I
　
I
　
I
　
圏
　
1
　
■
　
1
　
隔
　
「
　
，
　
，
　
I
　
1
　
8
　
■
　
■
　
I
　
I
　
，
　
，
　
酢
　
｝
　
I
　
I
　
l
　
I
　
l
　
l
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
l
　
l
　
l
　
l
　
■
　
1
　
，
　
，
　
，
　
，
　
齢
　
，
　
，
　
，
　
｝
　
I
　
l
　
l
　
l
　
l
　
l
　
l
　
l
　
，
　
1
　
，
　
卜
論
●
和
与
舎
兄
伊
佐
掃
部
助
有
信
代
有
玄
与
同
八
郎
有
政
代
浮
心
相
論
二
箇
條

8

正
六
裁
－
一
七

石
清
水
文
書

弘
安
　
二
年
　
正
月
二
〇
日

八
幡
宮
寺
領
淡
路
國
鳥
飼
別
宮
雑
掌
法
橋
明
舜
与
地
頭
木
工
権
助
富
綱
和
与
條
條
、
1
　
齢
　
I
　
l
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
l
　
I
　
■
　
l
　
l
　
I
　
■
　
■
　
■
　
1
　
齢
　
－
　
齢
　
1
　
5
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
■
　
■
　
1
　
■
　
1
　
幽
　
－
　
酢
　
1
　
「
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
l
　
l
　
I
　
l
　
■
　
■
　
，
　
1
　
，
　
「
　
量
　
1
　
■
　
1
　
■
　
I
　
I
　
圏
　
－
　
圏
　
－
　
酢
　
－
　
酢
　
1
　
，
　
l
　
l
　
I
　
l
　
l
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
※
〇
八
幡
宮
寺
領
淡
路
鳥
飼
別
宮
雑
掌
法
橋
明
舜
与
地
頭
木
工
権
助
富
綱
相
論
條
々



枷栖e髄戴禍欄刷
引

の状
与和

掲捌
に

状許裁可認
与和

の
府

幕倉鎌3
5

1

㎞ 裁
許
状
文
書
形
態

裁
許
状
典
拠

出
　
　
典

裁
許
状
日
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
裁
　
　
許
　
　
状
　
　
事
　
　
書
I
I
I
I
l
l
l
I
齢
臣
，
，
l
I
I
l
　
l
　
膿
　
「
　
圏
　
l
l
l
l
1
1
1
1
1
1
1
1
匹
，
，
9
ー
■
l
l
邑
，
，
，
，
，
，
，
■
l
O
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
　
l
I
I
，
，
1
■
■
■
　
■
■
l
l
l
，
9
■
ー
l
　
l
　
I
　
I
　
I
　
I
I
　
I
　
I
　
I
　
l
「
「
　
，
　
1
　
　
　
　
　
　
　
　
　
和
　
　
与
　
　
状
　
　
事
　
　
書

9

正
六
裁
－
二
〇

東
大
寺
文
書

弘
安
　
四
年
　
二
月
二
三
日

1
0

正
六
裁
－
二
一

石
清
水
文
書

弘
安
　
四
年
　
五
月
二
九
日

1
1案

関
裁
－
補
二
〇

片
山
文
書

弘
安
　
六
年
　
九
月
　
　
日



3
6

1勾蜘q
号

知捲期
論理政

法

恥 裁
許
状
文
書
形
態

裁
許
状
典
　
拠

出
　
　
典

裁
許
状
日
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
裁
　
　
許
　
　
状
　
　
事
　
　
書
I
　
I
　
l
　
l
　
■
　
1
　
，
　
，
　
「
　
I
　
I
　
I
　
l
　
圏
　
，
　
，
　
「
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
l
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
l
　
l
　
l
　
■
　
l
　
l
　
，
　
■
　
，
　
「
　
「
　
I
　
I
　
I
　
l
　
l
　
圏
　
「
　
，
　
｝
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
伽
　
l
　
l
　
，
　
1
　
，
　
，
　
l
　
I
　
，
　
，
　
酢
　
I
　
I
　
I
　
I
　
，
　
o
　
l
　
l
　
l
　
，
　
1
　
聖
　
　
　
　
　
　
　
　
　
和
　
　
与
　
　
状
　
　
事
　
　
書

1
2

正
関
裁
－
一
八
〇

島
津
家
文
書

正
慮
　
三
年
　
二
月
＝
一
日

1
3

正
関
裁
－
一
九
〇

三
浦
和
田
文
書

正
慮
　
五
年
　
八
月
七
日

1
4

正
関
裁
－
一
九
三

島
津
家
文
書

正
慮
　
六
年
　
正
月
一
三
日



棚晒髄獣禍欄鼎
引

の状与
和

掲捌
に状許裁可認

与和
の

府
幕倉鎌3

7

1

㎞ 裁
許
状
文
書
形
態

裁
許
状
典
拠

出
　
　
典

裁
許
状
日
付

1
5
正

関
裁
－
二
〇
〇

極
樂
寺
文
書

永
仁
　
三
年
　
五
月
　
二
日

1
6

正
関
裁
－
二
〇
二

東
寺
百
合
文
書

永
仁
　
三
年
　
五
月
　
七
日

1
7

案
六
裁
－
補
三

九
條
家
文
書

永
仁
六
年
　
二
月
　
二
日



3
8

1
匂蜘q

号

剃捲郷
論理政法

漁 裁
許
状
文
書
形
態

裁
許
状
典
拠

出
　
　
典

裁
許
状
日
付

1
8

正
六
裁
－
二
六

朽
木
文
書

正
安
　
元
年
　
五
月
二
三
日

1
9

正
六
裁
ー
二
九

朽
木
文
書

正
安
　
元
年
一
一
月
二
三
日

2
0
正

鎮
裁
－
九

禰
寝
文
書

正
安
　
元
年
一
二
月
　
四
日



枷晒e髄餓謁醐鼎
引

の状
与和

掲掴
に状許裁可認与和の

府
幕倉鎌3

9

1

晦 裁
許
状
文
書
形
態

裁
許
状
典
拠

出
　
　
典

裁
許
状
日
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
裁
　
　
許
　
　
状
　
　
事
　
　
書
l
l
齢
「
「
‘
1
ー
ー
■
l
I
I
I
I
I
I
I
I
l
「
9
■
■
■
1
齢
■
■
1
ー
ー
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
，
■
■
I
I
l
l
I
I
鵬
圏
I
I
－
l
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
，
｝
，
」
I
I
■
I
I
I
「
I
l
I
l
I
I
I
I
I
I
I
I
l
，
「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
和
　
　
与
　
　
状
　
　
事
　
　
書

2
1
正

関
裁
－
二
三
四

高
野
山
文
書

正
安
　
四
年
　
六
月
二
三
日

高
野
山
根
本
大
塔
領
備
後
國
大
田
庄
桑
原
方
雑
掌
与
地
頭
太
田
七
郎
左
衛
門
尉
貞
宗
相
論
所
務
條
々
、
願
陵
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
・
　
曇
　
，
　
I
　
I
　
I
　
■
ー
l
I
I
I
I
I
　
I
I
　
，
I
i
　
I
　
I
　
■
　
1
　
■
　
■
　
I
　
I
　
I
　
l
　
1
　
1
　
1
　
1
1
1
1
1
1
｝
幽
　
圏
，
，
1
■
　
■
■
　
L
9
，
，
I
l
O
l
I
I
I
I
I
I
I
I
l
I
，
，
，
，
9
1
1
1
，
，
脚
l
l
■
O
1
1
1
1
1
1
論
●
和
與
」
高
野
山
根
本
大
塔
領
備
後
國
大
田
庄
桑
原
方
領
家
地
頭
所
務
條
々

2
2
正

鎮
裁
ー
一
六

志
賀
文
書

正
安
　
四
年
　
八
月
一
八
日

2
3
正

関
裁
－
二
一
二
九

東
寺
百
合
文
書

乾
元
　
二
年
閏
四
月
二
三
日

東
大
寺
領
伊
予
國
弓
削
嶋
雑
掌
榮
實
与
地
頭
代
佐
房
相
論
所
務
条
々
事
、
I
1
5
1
1
9
9
1
1
■
1
1
1
1
融
，
，
l
l
O
伽
I
I
I
I
l
I
　
I
　
じ
「
　
■
　
1
■
1
1
　
匹
　
■
　
9
■
■
1
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
1
　
1
1
1
酢
I
I
I
　
■
　
■
　
■
1
，
，
l
l
l
l
O
伽
I
l
I
I
I
I
I
I
I
I
，
，
，
O
O
I
　
1
5
，
l
l
O
1
1
1
1
1
※
●
和
与
」
東
寺
領
伊
予
國
弓
削
嶋
庄
下
地
以
下
相
分
事
※
○
和
与
」
東
寺
領
伊
予
國
弓
削
嶋
庄
下
地
以
下
相
分
事



4
0

1匂蜘q
号

観捲剃論理政
法

恥 裁
許
状
文
書
形
態

裁
許
状
典
拠

出
　
　
典

裁
許
状
日
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
裁
　
　
許
　
　
状
　
　
事
　
　
書
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
1
　
8
　
■
　
，
　
I
　
I
　
「
　
「
　
l
　
l
　
I
　
I
　
I
　
I
　
l
　
「
　
「
　
「
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
l
　
l
　
I
　
I
　
I
　
o
　
，
　
l
　
l
　
｝
　
I
　
I
　
l
　
■
　
1
　
圏
　
，
　
，
　
I
　
l
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
l
　
l
　
l
　
l
　
「
　
，
　
「
　
I
　
I
　
l
　
l
　
I
　
l
　
，
　
，
　
，
　
，
　
，
　
，
　
，
　
l
　
l
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
　
　
　
　
　
　
　
　
和
　
　
与
　
　
状
　
　
事
　
　
書

勿

正
関
裁
ー
二
六
〇

三
浦
家
文
書

恋
長
　
二
年
　
三
月
　
二
日

2
5
正

鎮
裁
ー
六
九

宇
佐
宮
成
文
書

正
和
　
二
年
　
八
月
二
七
日

宇
佐
宮
神
官
重
連
代
順
佛
申
、
豊
後
國
石
垣
庄
末
吉
・
末
國
雨
名
事
、
l
I
I
■
ー
ー
■
，
，
9
1
　
1
－
l
l
，
「
｝
l
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
■
1
－
l
l
，
，
，
，
酢
1
　
1
　
1
1
1
1
1
1
，
，
I
I
I
l
I
1
1
1
1
0
1
－
I
　
l
「
　
1
　
－
1
　
－
l
l
　
，
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
l
I
l
ー
■
　
l
l
l
I
，
訴
●
和
與
」
宇
佐
宮
御
領
豊
後
國
石
垣
庄
末
吉
・
末
國
雨
名
事
論
●
宇
佐
宮
領
豊
後
國
石
垣
庄
末
吉
・
末
國
雨
名
事
論
●
和
与
」
宇
佐
宮
領
豊
後
國
石
垣
庄
内
末
吉
・
末
國
雨
名
事

2
6
正

鎮
裁
ー
一
〇
四

島
津
家
文
書

文
保
　
元
年
　
九
月
二
四
日

嶋
津
庄
薩
摩
方
伊
作
庄
同
日
置
北
郷
雑
掌
信
宗
与
地
頭
下
野
彦
三
郎
左
衛
門
尉
久
永
代
忠
國
相
論
年
貢
以
下
所
務
條
條
事
，
，
卜
I
I
I
I
I
I
I
I
l
l
l
l
，
，
，
l
l
O
ー
■
1
，
，
｝
「
｝
，
l
l
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
l
l
l
，
1
，
，
量
1
，
0
，
，
，
l
l
I
I
I
I
I
I
I
I
ー
ー
l
l
，
，
I
l
l
■
O
，
，
9
1
1
1
，
I
I
I
I
I
I
I
1
1
1
※
●
和
与
」
嶋
津
庄
薩
摩
方
伊
作
庄
・
同
日
置
北
郷
雑
掌
法
橋
信
宗
与
地
頭
下
野
彦
三
郎
左
衛
門
尉
久
長
代
沙
彌
道
慶
、
相
論
年
貢
以
下
所
務
條
々



枷洒髄戴％燗刷
引

の状
与和

掲捌
に

状許裁可認与
和

の府
幕

倉鎌4
1

1

晦 裁
許
状
文
書
形
態

裁
許
状
典
拠

出
　
　
典

裁
許
状
日
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
裁
　
　
許
　
　
状
　
　
事
　
　
書
，
　
l
　
l
　
l
　
O
　
O
　
l
　
1
　
1
　
1
　
露
　
「
　
じ
　
璽
　
，
　
，
　
，
　
1
　
，
　
I
　
I
　
l
　
l
　
髄
　
8
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
「
　
l
　
l
　
，
　
，
　
l
　
l
　
l
　
l
　
l
　
l
　
ー
　
ー
　
8
　
■
　
梱
　
I
　
I
　
I
　
「
　
酢
　
幽
　
，
　
聖
　
1
　
■
　
1
　
■
　
1
　
■
　
ー
　
l
　
I
　
I
　
l
　
ー
　
ー
　
l
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
「
　
「
　
1
　
■
　
1
　
圏
　
　
　
　
　
　
　
　
　
和
　
　
与
　
　
状
　
　
事
　
　
書

2
7
正

鎮
裁
－
一
〇
八

深
堀
家
文
書

文
保
　
二
年
　
六
月
　
六
日

2
8
正

関
裁
－
二
八
二

若
王
子
神
杜
文
書

元
慮
　
元
年
＝
一
月
二
七
日

2
9
正

鎮
裁
－
一
一
九

青
方
文
書

元
磨
　
二
年
＝
月
　
九
日



4
2

1勾蜘q
号

観捲鮨論理政
法

恥 裁
許
状
文
書
形
態

裁
許
状
典
拠

出
　
　
典

裁
許
状
日
付

3
0
正

関
裁
－
二
八
六

山
形
大
學
所
藏
中
條
家
文
書

元
磨
　
三
年
　
正
月
　
七
日

3
1

正
六
裁
－
六
二

佐
方
文
書

元
亨
　
元
年
＝
一
月
二
七
日

3
2
案

鎮
裁
－
一
六
三

薩
藩
奮
記
雑
録

正
中
　
二
年
　
七
月
二
五
日



枷晒謎獣謁調刷
引

の状与和
禍掴

に

状許裁可認与和の
府

幕倉鎌4
3

1

漁 裁
許
状
文
書
形
態

裁
許
状
典
拠

出
　
　
典

裁
許
状
日
付

鶴
岡
入
幡
宮
右
方
相
撲
長
守
吉
与
猿
渡
九
郎
三
郎
盛
重
子
息
又
三
郎
盛
信
相
論
武
藏
國

3
3
正

関
裁
－
三
一
〇

金
子
文
書

嘉
暦
　
元
年
一
〇
月
一
二
日

郎
盛
重
購
姥
子
息
又
三
郎
盛
信
相
論
、
武
藏
國
須
久
毛
郷
給
田
畠
事

東
寺
勧
學
會
料
所
安
藝
國
三
田
郷
雑
掌
行
胤
与
當
郷
惣
領
地
頭
市
河
又
五
郎
入
道
行
心

謎

正
六
裁
－
六
八

東
寺
百
合
文
書

嘉
暦
　
二
年
後
九
月
　
七
日

郎
入
道
行
心
孫
子
頼
行
相
論
年
貢
所
務
検
注
以
下
事

大
隅
式
部
又
三
郎
入
道
々
菟
与
嶋
津
式
部
孫
五
郎
入
道
々
慶
相
論
薩
摩
國
伊
集
院
内
田

3
5
正

鎮
裁
ー
一
八
七

山
田
文
書

元
徳
　
元
年
一
二
月
二
五
日

訴
●
和
与
」
薩
摩
國
伊
集
院
内
田
薗
事



嘱
1

鋼㈱q
号

観蜷剃
論理政法

㎞ 裁
許
状
文
書
形
態

裁
許
状
典
拠

出
　
　
典

裁
許
状
日
付

3
6
正

鎮
裁
－
一
九
八

河
上
神
杜
文
書

元
徳
　
二
年
一
二
月
一
〇
日

3
7
正

関
裁
ー
三
二
〇

東
寺
百
合
文
書

元
徳
　
三
年
一
二
月
一
七
日

　
以
上
、
都
合
三
十
七
例
が
抽
出
さ
れ
た
。

日
　
裁
許
状
の
み
か
ら
知
り
得
る
場
合

　
こ
こ
で
は
、
裁
許
状
に
引
用
さ
れ
た
和
与
状
の
事
書
に
よ
っ
て
の
み
事
書
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
（
③
）
に
つ
い
て
分
類



・
整
理
を
試
み
る
こ
と
に
す
る
。

枷洒謎獣謁欄馴
引

の状
与

和
掲捌

に

状許裁可認与和の府幕倉鎌4
5

1

【
表
二
の
三
】

恥 裁
許
状
文
書
形
態

裁
許
状
典
拠

出
　
　
典

裁
許
状
日
付

1

正
六
裁
－
二
七

熊
谷
家
文
書

正
安
　
元
年
一
〇
月
一
二
日

2

正
鎮
裁
－
一
〇

大
河
文
書

正
安
　
元
年
＝
一
月
二
五
日



4
6

1
匂㈱q

号

勉捲期
論理政法

酌 裁
許
状
文
書
形
態

裁
許
状
典
拠

出
　
　
典

裁
許
状
日
付

3

正
関
裁
－
一
〇
九

鰐
淵
寺
文
書

弘
長
　
三
年
　
八
月
　
五
日

4

案
関
裁
－
一
一
〇

宗
像
神
杜
文
書

文
永
　
元
年
　
五
月
一
〇
日

5

案
関
裁
－
二
〇
一

正
閏
史
料
外
編

永
仁
　
三
年
　
五
月
　
二
日



梯晒e髄獣禍燗鼎
引

の状
与

和
禍捌

に

状許裁可認与和の
府幕

倉鎌4
7

1

恥 裁
許
状
文
書
形
態

裁
許
状
典
拠

出
　
　
典

裁
許
状
日
付

6

案

六
裁
ー
三
六

東
寺
百
合
文
書

正
安
　
三
年
　
五
月
＝
一
日

7

正
六
裁
ー
四
二

高
野
山
文
書

徳
治
　
二
年
一
二
月
二
四
日

8

正
六
裁
－
四
三

高
野
山
文
書

徳
治
　
二
年
＝
一
月
二
七
日



4
8

1匂㎜O
号

知捲期
論理政法

㎞ 裁
許
状
文
書
形
態

裁
許
状
典
拠

出
　
　
典

裁
許
状
日
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
裁
　
　
許
　
　
状
　
　
事
　
　
書
ー
　
1
　
■
　
■
　
1
　
巳
　
1
　
■
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
「
　
駈
　
駈
　
，
　
「
　
，
　
「
　
｝
　
l
　
l
　
I
　
l
　
l
　
I
　
l
　
I
　
I
　
l
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
l
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
l
　
I
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
■
　
■
　
■
　
I
　
I
　
■
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
■
　
1
　
■
　
I
　
I
　
，
　
I
　
I
　
I
　
，
　
1
　
，
　
I
　
I
　
　
　
　
　
　
　
　
　
裁
許
状
中
引
　
用
事
書

9

正
鎮
裁
－
二
二

阿
蘇
家
文
書

延
慶
　
二
年
　
六
月
二
六
日

1
0

正
鎮
裁
ー
二
六

有
馬
文
書

延
慶
　
二
年
＝
月
　
二
日

1
1案

六
裁
－
四
九

田
代
文
書

慶
長
　
元
年
　
八
月
一
二
日



枷西e齢戴％調鼎
引

の状与
和

禍創
に

状許裁可認与
和

の府
幕

倉鎌⑲
1

漁 裁
許
状
文
書
形
態

裁
許
状
典
拠

出
　
　
典

裁
許
状
日
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
裁
　
　
許
　
　
状
　
　
事
　
　
書
1
　
■
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
｝
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
幽
　
，
　
，
　
，
　
1
　
，
　
1
　
■
　
1
　
■
　
1
　
■
　
肛
　
l
　
l
　
I
　
，
　
，
　
1
　
圏
　
l
　
l
　
l
　
l
　
l
　
l
　
l
　
l
　
■
　
1
　
■
　
■
　
l
　
1
　
9
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
し
　
，
　
，
　
1
　
，
　
1
　
，
　
l
　
l
　
ー
　
ー
　
■
　
1
　
1
　
5
　
匹
　
　
　
　
　
　
　
　
　
裁
　
許
　
状
　
中
引
　
用
　
事
　
書

1
2

正
六
裁
ー
補
一
〇

九
條
家
文
書

正
和
　
元
年
　
七
月
二
七
日

1
3

正
鎮
裁
ー
四
四

宇
佐
永
弘
文
書

正
和
　
二
年
正
月
二
〇
日
力

1
4
正

六
裁
－
五
六

中
村
雅
眞
氏
所
藏
文
書

正
和
　
二
年
一
二
月
　
二
日



5
0

1鋼蜘q
号

知捲期論理政法

恥 裁
許
状
文
書
形
態

裁
許
状
典
拠

出
　
　
典

裁
許
状
日
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
裁
　
　
許
　
　
状
　
　
事
　
　
書
「
　
1
　
，
　
I
　
l
　
l
　
l
　
l
　
－
　
1
　
，
　
，
　
，
　
，
　
匡
　
－
　
匹
　
I
　
I
　
I
　
I
　
l
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
1
　
1
　
1
　
伽
　
l
　
l
　
l
　
■
　
■
　
l
　
O
　
O
　
l
　
l
　
l
　
，
　
，
　
1
　
，
　
齢
　
，
　
－
　
聾
　
1
　
■
　
■
　
1
　
，
　
，
　
，
　
，
　
「
　
，
　
｝
　
1
　
「
　
l
　
l
　
l
　
l
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
l
　
I
　
I
　
l
　
l
　
　
　
　
　
　
　
　
　
裁
許
状
　
中
　
引
　
用
　
事
　
書

1
5
正

鎮
裁
ー
八
三

詑
摩
文
書

正
和
　
三
年
　
九
月
　
二
日

1
6

正
鎮
裁
ー
八
四

寛
元
寺
文
書

正
和
　
三
年
＝
月
二
七
日

1
7
正

関
裁
－
二
七
二

天
野
文
書

文
保
元
年
　
六
月
　
七
日



棚晒齢戴％欄剛
引

の状与
和

褐捌
に状許裁可認

与
和の

府
幕倉鎌5

1

1

㎞ 裁
許
状
文
書
形
態

裁
許
状
典
拠

出
　
　
典

裁
許
状
日
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
裁
　
　
許
　
　
状
　
　
事
　
　
書
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
｝
　
酢
　
「
　
匡
　
農
　
，
　
，
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
「
　
，
　
，
　
，
　
I
　
I
　
■
　
I
　
I
　
l
　
伽
　
伽
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
l
　
I
　
I
　
I
　
I
　
，
　
，
　
，
　
，
　
，
　
1
　
，
　
1
　
■
　
，
　
■
　
■
　
■
　
■
　
，
　
，
　
，
　
，
　
，
　
，
　
，
　
，
　
，
　
1
　
9
　
1
　
1
　
1
　
1
　
0
　
8
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
卜
　
，
　
，
　
1
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
裁
　
許
　
状
　
中
　
引
　
用
　
事
書

1
8
正

鎮
裁
－
一
〇
一

島
津
家
文
書

文
保
　
元
年
　
九
月
　
二
日

1
9

正
六
裁
ー
六
〇

東
大
寺
文
書

文
保
　
二
年
＝
月
　
七
日

2
0
正

鎮
裁
－
一
二
二

深
堀
家
文
書

元
慮
　
元
年
後
七
月
二
二
日



5
2

1匂㎜q
号

観捲郷
論理政

法

晦 裁
許
状
文
書
形
態

裁
許
状
典
拠

出
　
　
典

裁
許
状
日
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
裁
　
　
許
　
　
状
　
　
事
　
　
書
「
　
，
　
l
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
l
　
I
　
－
　
o
　
，
，
，
　
歴
　
隔
　
I
　
l
　
ー
　
ー
　
ー
　
l
　
l
　
1
　
9
　
1
　
1
　
，
　
，
　
，
　
「
　
｝
　
I
　
l
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
1
　
8
　
1
　
ー
　
ー
　
1
　
9
　
，
　
，
　
1
　
「
　
I
　
I
　
l
　
I
　
l
　
■
　
■
　
■
　
「
　
I
　
l
　
l
　
l
　
l
　
I
　
l
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
l
　
I
　
l
　
l
　
ー
　
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
　
裁
　
許
　
状
　
中
　
引
　
用
　
事
　
書

2
1
正

鎮
裁
－
一
四
四

實
相
院
文
書

元
亨
　
三
年
＝
月
二
五
日

2
2
正

鎮
裁
－
一
七
一

詑
摩
文
書

嘉
暦
　
二
年
　
八
月
二
九
日

2
3
案

鎮
裁
－
一
七
二

詑
摩
文
書

嘉
暦
　
二
年
　
九
月
二
〇
日

筑
前
國
志
登
杜
雑
掌
成
朝
与
吉
富
名
地
頭
詑
磨
一
房
丸
相
論
年
貢
以
下
事
、
1
　
「
　
l
　
l
　
■
　
1
　
，
　
，
　
，
　
，
　
l
　
I
　
I
　
l
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
l
I
　
l
　
■
　
l
　
l
　
■
　
，
　
1
　
，
　
，
　
圏
　
，
　
，
　
「
　
「
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
，
　
1
　
，
　
I
　
l
　
l
　
l
　
l
　
l
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
l
　
I
l
　
l
　
l
　
，
　
，
　
卜
　
l
　
l
　
l
　
l
　
，
　
，
　
■
　
，
　
，
　
，
　
「
　
1
　
－
1
　
，
　
l
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
　
I
論
＊
（
筑
前
國
志
登
杜
吉
富
名
地
頭
一
房
丸
知
行
分
年
貢
・
濟
物
等
事
、
）



棚晒e髄戴謁欄刷
引

の状
与和

掲掛
に

状許裁可認
与

和の
府

幕倉鎌5
3

1

㎞ 裁
許
状
文
書
形
態

裁
許
状
典
拠

出
　
　
典

裁
許
状
日
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
裁
　
　
許
　
　
状
　
　
事
　
　
書
l
I
I
I
I
I
I
I
l
l
「
1
，
，
I
I
I
l
邑
I
I
，
■
■
1
1
1
1
1
1
1
1
「
1
「
圏
，
1
■
1
1
1
，
，
9
1
1
1
■
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
，
，
，
l
l
1
8
1
1
，
1
，
，
l
O
l
梱
I
I
I
I
I
I
l
匿
9
1
0
1
1
1
1
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
裁
許
　
状
　
中
　
引
　
用
　
事
　
書

％

正
鎮
裁
－
一
九
九

詑
摩
文
書

元
徳
　
二
年
＝
一
月
一
〇
日

2
5
案

六
裁
－
七
七

高
野
山
文
書

元
徳
　
二
年
閏
六
月
二
七
日

2
6
正

鎮
裁
ー
二
〇
九

禰
寝
文
書

正
慶
　
元
年
一
〇
月
　
五
日

祢
寝
五
郎
入
道
々
恵
与
舎
兄
祢
寝
郡
司
入
道
行
智
購
璋
子
息
孫
二
郎
清
成
相
論
大
隅
國
祢
寝
南
俣
内
光
松
名
田
畠
・
屋
敷
等
事
、
1
　
■
■
■
1
■
9
1
1
1
，
　
，
I
I
I
　
■
■
l
　
I
I
　
I
I
I
I
I
，
，
9
0
1
1
1
「
，
1
■
l
l
I
I
I
I
I
I
I
l
l
l
l
，
，
，
O
1
9
1
1
｝
1
9
■
　
ー
8
1
9
1
1
1
1
1
　
1
1
1
1
1
1
1
，
1
■
　
■
　
I
　
I
　
ー
　
ヒ
　
，
　
I
　
I
　
l
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
訴
＊
（
祢
寝
南
俣
内
光
松
名
田
畠
・
屋
敷
等
事
、
）



5
4

1

以
上
、
都
合
二
十
六
例
が
抽
出
さ
れ
た
。

（
未
完
）

匂990
9

号
　第

巻3
2

第
論理政

法



枷栖髄戴謁燗鳳娚
状

稿肪
こ
お

繍職欄卿鮪鮪螂

西
村
稿
（
『
法
政
理
論
』

頁
1
0

1
3

1
3

1
4

1
6

2
5

5
1

恥3
0

4
7

4
8

5
6

6
8

2
3

13
6

5
1
@
　
3
7

4
9

1

3
2
ｪ
－
号
）
訂
正

　
訂
正
箇
所

　
　
備
考
欄

　
　
備
考
欄

　
　
備
考
欄

　
　
備
考
欄

　
　
備
考
欄

　
　
備
考
欄

和
与
状
一
覧
対
応

和
与
状
一
覧
対
応

和
与
状
一
覧
対
応

　
　
　
（
誤
）

「
関
裁
i
二
〇
」

　
　
　
（
空
欄
）

　
　
　
（
空
欄
）

　
　
　
裏
封

　
　
　
裏
封

　
　
　
（
空
欄
）

に
対
応

　
　
　
　
　
（
正
）

　
「
関
裁
－
補
二
〇
」
に
対
応

　
「
関
裁
－
二
＝
二
」
に
対
応

　
「
関
裁
－
二
＝
二
」
に
関
連

　
　
　
　
（
空
欄
）

裏
封
、
「
関
裁
l
A
」
（
恥
4
6
A
）

　
「
鎮
裁
－
一
七
九
」
に
対
応

σ
』

　
　@
　

　
　@
　



5
6

1

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

東
ア
ジ
ア
の
伝
統
文
化
と
国
際
交
流

　
　

@
　@
　@
　|
二
一
世
紀
に
生
き
る
知
的
遺
産

鋤蜘q
号

競捲簡
論理政

法

　
一
九
九
九
年
五
月
二
〇
日
、
新
潟
大
学
五
十
嵐
キ
ャ
ン
パ
ス
に
お
い
て
、

新
潟
大
学
創
立
五
〇
周
年
を
記
念
し
た
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
東
ア
ジ
ア

の
伝
統
文
化
と
国
際
交
流
－
二
一
世
紀
に
生
き
る
知
的
遺
産
1
」
が
開
催

さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催
に
至
る
経
緯
と
、
当
日
の

プ
ロ
グ
ラ
ム
、
お
よ
び
こ
こ
に
収
録
す
る
報
告
に
つ
い
て
簡
単
に
記
し
て

お
く
こ
と
と
す
る
。

新
潟
大
学
法
学
部
・
法
学
会
主
催

　
新
潟
大
学
法
学
部
は
、
一
九
九
四
年
四
月
一
日
に
北
京
大
学
法
学
部
と

の
間
で
交
流
協
定
を
締
結
し
、
ま
た
、
一
九
九
七
年
一
〇
月
二
八
日
に
北

京
大
学
国
際
政
治
学
部
と
の
間
で
交
流
協
定
を
締
結
し
た
。
そ
し
て
、
こ

れ
ら
の
協
定
に
も
と
つ
い
て
、
同
大
学
と
の
間
で
幅
広
い
学
術
交
流
、
研

究
者
交
流
、
学
生
交
換
を
推
進
し
て
き
た
。
協
定
の
対
象
が
複
数
の
学
部

で
あ
る
こ
と
も
手
伝
っ
て
、
交
流
の
実
績
は
全
学
的
と
も
呼
び
う
る
広
が



一

産
遺

的知るき
生

に
紀

世↓畑臨
匿刻

統伝のア
ジア

東5
7

1

り
を
見
せ
る
に
い
た
っ
た
。
そ
こ
で
、
新
大
法
学
部
と
法
学
会
は
、
本
学

の
創
立
五
〇
周
年
を
記
念
し
て
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
企
画
し
、
北
京
大

学
副
学
長
何
芳
川
教
授
等
を
招
請
し
、
報
告
を
依
頼
す
る
に
い
た
っ
た
。

当
日
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
次
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。

開
会
の
辞

新
潟
大
学
法
学
部
長

報
告

知
識
経
済
時
代
と
日
中
文
化
交
流

　
　
北
京
大
学
歴
史
学
部
教
授
・
副
学
長

開
国
と
殖
産
興
業
の
哲
学

　
　
新
潟
大
学
法
学
部
教
授
・
副
学
長

中
国
に
お
け
る
日
本
研
究
”
回
顧
と
展
望

　
　
北
京
大
学
国
際
関
係
学
院
教
授
・
副
院
長

前
近
代
日
本
に
お
け
る
伝
統
法
文
化
の
一
斑

　
　
新
潟
大
学
法
学
部
助
教
授
・
国
際
交
流
副
委
員
長

鎗
越
　
溢
弘

何
芳
　
川

内
藤
　
俊
彦

李

玉

西
村
　
安
博

総
合
司
会
兼
通
訳

閉
会
の
辞

新
潟
大
学
法
学
部
教
授
　
　
真
水
　
康
樹

新
潟
大
学
法
学
部
評
議
員
　
國
谷
　
知
史

　
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
一
般
に
も
公
開
し
て
お
こ
な
わ
れ
た
が
、
と
り
わ
け

数
多
く
の
大
学
関
係
者
の
出
席
を
得
て
盛
会
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
右
記

四
報
告
を
掲
載
す
る
こ
と
と
す
る
。

　
な
お
、
北
京
大
学
の
何
芳
川
教
授
の
報
告
は
中
国
語
で
行
わ
れ
た
。
以

下
の
掲
載
稿
は
氏
の
持
参
さ
れ
た
日
本
語
原
稿
を
も
と
に
、
当
日
の
報
告

の
録
音
、
お
よ
び
英
語
原
稿
に
も
と
つ
い
て
、
氏
の
諒
解
の
も
と
に
主
催

者
側
が
加
筆
修
正
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
李
玉
教
授
の
報
告
は

日
本
語
で
行
わ
れ
た
。
以
下
の
原
稿
は
同
氏
の
講
演
の
録
音
を
氏
の
同
意

を
得
て
お
こ
し
た
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
（
真
水
康
樹
　
記
）


